
脱炭素への取り組み

気候変動問題については、2023年のIPCCの第6次統合報告書において⼈間活動が地球温暖化を引き起こしてきたことを「疑う余地がない」
ことと指摘され、GHG 削減の緊急性が強調されています。世界は、パリ協定のもとで2020年以降の取り組みを進めており、2021年の気
候変動枠組み条約締約国会議（COP26）におけるグラスゴー気候合意を受け、1.5℃⽬標、すなわち2050年までのカーボンニュートラル達
成に向けて⼤きく舵を切っています。
当社グループとしても、「⼈と社会と地球のために」という企業理念のもと、気候変動問題に真摯に向き合います。国の⽬標年である2050
年度より5年前倒しした2045年度をカーボンニュートラルの⽬標年として設定するとともに、⾃社で消費する電⼒に匹敵する再エネ発電を
2050年度には実現し、実質的な再エネ電⼒⾃給率100％を⽬指すなど、「脱炭素社会の実現」に向けた事業活動を進めます。

※1 GHG︓Greenhouse Gas（温室効果ガス）

当社グループは、2020年3⽉、TCFD の提⾔に賛同するとともに、同提⾔に賛同する企業や⾦融機関等からなるTCFDコンソーシアムへ参
画しました。気候変動が当社事業へ及ぼすリスクと機会およびその分析結果についてTCFD提⾔に基づき適切に開⽰を進めていきます。

また、⾮営利団体CDPの質問書に毎年回答しており、「A〜D-の８段階のスコアリングにおいて、2022年度は、CDP気候変動「A－」の評
価となりました。また、CDP⽔セキュリティでは、最⾼ランクとなる「A」の評価を初めて取得し、Aリスト企業に選定されました。 詳細
は、下記リンクをご覧ください。

※2 TCFD︓Task Force on Climate-related Financial Disclosures（気候関連財務情報開⽰タスクフォース）の略。2016年に⾦融システムの安定化を
図る国際的組織の⾦融安定理事会が設⽴。

CDP2022 「⽔セキュリティ」分野において初の最⾼位「Aリスト」選出
https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2022/22-1214.html

当社では気候変動問題への対応を含む経営戦略を分掌する執⾏役を置いています。また、気候変動に関連するリスクと機会への当社グルー
プの戦略的取り組みについて企画・推進するため、戦略本社に専⾨部署である「地球環境室」を設置し、当社グループの気候変動対応を推
進しています。地球環境室では、TCFD提⾔に基づいたシナリオ分析、気候変動関連リスクおよび機会の評価・管理、GHG削減のための実⾏
計画の策定・管理およびその他気候変動に関する協議、情報共有を推進しています。また、これらの取り組みは、戦略経営会議、取締役会
に報告され、適切にモニタリングされています。（戦略経営会議・取締役会における審議・報告事項）

温室効果ガス削減⽬標設定および削減計画
気候変動関連情報の開⽰内容
各事業における気候変動関連リスク・機会の評価

また、取締役会がサステナビリティに関する取り組みのモニタリングに留まらず、異なる視点からサステナビリティへ取り組む⽅向性を能
動的に検討し、社内に⽰していくことを⽬的に、取締役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会を設置しました。本委員会では、気候
変動関連の当社の取り組みに関するモニタリングおよびその⽅法、課題について検討し、その内容を取締役会に報告します。

地球環境への貢献

気候変動戦略

基本的な考え⽅

※1

情報の開⽰

※2

CDP Score Report Climate Change 2022（英⽂のみ）
CDP Score Report Water Security 2022（英⽂のみ）

ガバナンス
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2021年3⽉にTCFD提⾔に基づき、気候変動が当社グループの事業に与える影響（リスクと機会）について把握し、リスクの低減および機会
の獲得に向けた対策を検討するため、シナリオ分析を実施しました。
移⾏リスクと機会については、2023年2⽉に中期経営戦略2030との整合性を取りながら、シナリオ分析の更新、事業の指標と⽬標を定めま
した。1.5℃シナリオと4℃シナリオを設定し、気候変動に対する政策および法規制が強化され、炭素価格制度（カーボンプライシング）が
導⼊、強化された場合の当社グループへの財務影響を試算しました。また、EV需要変化やエネルギー利⽤形態の変化、循環型社会への移⾏
によるリサイクル事業の需要変化について、当社の事業への影響をリスクと機会の側⾯から分析しました。物理的リスクについても、気候
変動に関連すると考えられる激甚化した豪⾬・洪⽔や⾼潮・渇⽔等の急性および慢性リスクによる被害等の⽔リスクを含めて全社リスクマ
ネジメント活動において管理しています。
シナリオ分析結果の詳細は「気候変動に関するリスクと機会」をご参照ください。

当社グループでは、気候変動に関するリスクを当社グループの業績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性がある主要なリスクのひと
つとして認識しており、当社グループのリスクマネジメント活動の中で取り組みを進めています。
当社グループのリスクマネジメント体制および運⽤状況、重⼤リスクの選定プロセス等の詳細は「リスクマネジメント活動」をご参照くだ
さい。

当社は、当社グループのGHG排出量（Scope1およびScope2）の削減⽬標として、2030年度までに2020年度⽐45％削減とし、2045年度
までにGHG排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現を⽬指す中⻑期⽬標を設定しました。
本⽬標の達成に向け、2030年度までに主に製造拠点の省エネ、設備改善などへ105億円の投資を⾏い、GHG排出量削減に取り組みます。ま
た、2045年度のカーボンニュートラル実現のため、当社が強みを持つ地熱発電などの再⽣可能エネルギーの開発、利⽤拡⼤を進め、⽬標値
として2035年度に⾃社使⽤電⼒の再⽣可能エネルギー利⽤率を100%、そのうちの66%を⾃社再⽣可能エネルギー由来電⼒とすることを定
めます。これに伴い、2030年度までに再⽣可能エネルギー事業へ300億円の投資を⾏います。特に、加⼯事業においては、ほかの事業に先
駆けて、2030年度までに製造に使⽤する電⼒の全量を実質CO フリーとし、総合⼯具⼯房としてお客さまに貢献できるものづくりを推進し
ます。また、取引先のGHG排出量を含むScope3（Scope1および2を除くサプライチェーン全体のGHG排出量）について、2020年度排出分
より実績値の集計・開⽰を開始しました。今後、取引先との情報共有を進めることで算定精度を⾼めつつ、取引先のGHG削減計画等も踏ま
え、⻑期的な削減を進めていきます。そのため、当社製品に関するサプライチェーンの脱炭素化を⽬指し、Scope3のうち、合わせて約88%
を占めるカテゴリ1、3および15に関しては、2030年までに22%以上削減（2020年度⽐）とする⽬標を設定しました。

■ SBT認定の取得

当社はパリ協定が定める⽬標に対し科学的に整合する温室効果ガスの排出削減⽬標を⽴てていることを⽰すSBT 認定を2023年3⽉に取得
しました。
本⽬標に対する2022年度実績値は「気候変動に関するリスクと機会」をご参照ください。

国際的イニシアチブScience Based Targets（SBT）認定取得について
https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2023/23-0324.html

さらに、カーボンフットプリント（CFP） の評価と活⽤に向けた取り組みを開始し、タングステンや銅スクラップ等のリサイクル原料を
使⽤した製品のGHG排出量の把握を進めています。
（本⽬標は、セメント事業はＵＢＥ三菱セメント（株）として持分法適⽤関連会社となったため、また、インドネシア・カパー・スメルテ
ィング社は持分法適⽤関連会社への移⾏を予定しているため、それぞれScope1・2の実績と⽬標をScope3のカテゴリ15に組み替えていま
す。また、2022年度までに事業譲渡等により連結対象から外れたその他の事業、⼦会社は実績と⽬標から除きました。）

GHG削減の⽬標達成に向けた取り組みの実⾏計画については、省エネや既存技術の活⽤に加え、イノベーションのための研究開発や設備投
資等も含めて、気候変動対応部会を中⼼に検討および協議を進めています。

※3 SBT: 「Science Based Targets」の略。本⽬標はパリ協定⽬標達成に向け、企業に対して科学的根拠に基づいたGHGの排出削減⽬標を設定するこ
とを推進しているSBTイニシアチブにより認定されている。

※4 製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量の算定・表⽰

戦略

リスクマネジメント

指標と⽬標

2

※3

※4
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■ 新たな温室効果ガス削減⽬標

当社グループへの財務影響としては、気候変動に対する政策および法規制が強化され炭素価格制度（排出権取引制度や炭素税）が導⼊、強
化された場合等、GHG排出量に応じて追加費⽤が発⽣します。また、脱炭素社会への移⾏に伴い、当社の従来からの製品市場において縮⼩
が⾒込まれる分野も存在しており、新たな市場拡⼤分野への対応が遅れた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。今、世界はパリ協定に基づき急速にカーボンニュートラルの社会へ移⾏する動きが⾼まっています。当社はこのような社会環
境の変化に対して迅速に対応し、新たな価値を提供していく必要があると考えています。
具体的には、GHG削減⽬標を設定し、省エネ設備の導⼊や再⽣可能エネルギーの使⽤を拡⼤することにより、当社グループの事業活動によ
り排出されるGHGを着実に削減していきます。さらに、当社グループ製品の市場競争⼒を向上するため、製造プロセスの改善や環境配慮型
製品の開発を推進しています。
物理的リスクについては、気候変動に関連すると考えられる激甚化した豪⾬・洪⽔や⾼潮・渇⽔等の急性および慢性リスクによる被害等の
⽔リスクを含めて全社リスクマネジメント活動において管理しています。
また、気候変動に関する機会については、気候変動に関する政策等の強化により、省エネ・GHG排出削減に貢献する技術や製品・サービス
の需要が拡⼤すると想定しています。当社グループは、脱炭素化に貢献する素材・製品の製造、⾮鉄⾦属資源リサイクル、地熱発電等の再
⽣可能エネルギーの開発・利⽤促進、CO 回収・有効利⽤に関する技術開発、保有する⼭林の保全活動等に取り組むことで、経済的価値と
社会的価値の両⽴を⽬指していきます。

■ シナリオ分析

当社グループは、2021年3⽉、気候変動が当社グループの事業に与える影響（リスクと機会）について把握し、リスクの低減および機会の
獲得に向けた対策を検討するため、シナリオを設定し、その分析を実施しました。移⾏リスクと機会については、2023年2⽉に中期経営戦
略2030との整合性を取りながら、シナリオ分析の更新、指標・⽬標の設定を⾏いました。今後はこの指標・⽬標に基づいたモニタリングを
実施していくことにしています。物理的リスクについては、現在分析の更新および指標・⽬標の検討を進めています。

気候変動に関するリスクと機会

2
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リスク・機会の抽出
事業に関連する気候変動リスク・機会として、移⾏リスク・機会と物理リスクを抽出

重要リスク・機会
要素の特定

抽出したリスク・機会について、事業へのインパクトや事業戦略との関連性、ステークホルダーからの関⼼度合
い等を勘案し、重要度の⾼いリスク・機会要素を特定

事業への影響を分析
重要リスク・機会について事業への影響度を分析
分析・評価では、1.5℃シナリオと4℃シナリオを使⽤

【主な参照シナリオ】 国際エネルギー機関（IEA）︓2050年ネットゼロ排出量シナリオ（NZE）、公表政策シ
ナリオ（STEPS）
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）︓共有社会経済パス（SSP）、代表的濃度経路
シナリオ（RCP） 等

対策および指標・⽬標の
検討

リスクの低減、機会獲得に向けた対策を検討
モニタリングする指標・⽬標（GHG排出削減⽬標等）を設定

■ 分析で想定する世界

1.5℃シナリオ（2050年CNに向けた世界） 4℃シナリオ（現⾏・成り⾏きの世界）

世界のエネルギー部⾨が2050年までにCO 排出量を正味ゼロにするため
に、達成可能な道筋を設定したシナリオ。今世紀末までの世界の平均気温
の上昇を1.5℃未満に抑えるために脱炭素社会に向けた社会変化が、事業
に影響を及ぼす世界を想定。

現在実施されている特定の政策や、世界中の政府が発表した政策を、国あ
るいはセクターごとに評価し、現在の政策設定を反映させたシナリオ。⽬
標達成を必須とせず、今世紀末までの世界の平均気温が4℃程度上昇する
世界を想定。

【想定する世界】
グローバルでの炭素価格の設定と価格上昇
化⽯燃料から再⽣可能エネルギーへの移⾏の進展
モーダルシフト、EVシフトの進展
公共交通機関、シェアリングの利⽤需要の増加
ユーザーによる脱炭素製品の選好
循環型社会への移⾏、廃棄物リサイクル率の向上

【想定する世界】
化⽯燃料依存、エネルギーコストの増加
新興国・途上国での著しい経済成⻑
CO 排出量の少ない移動⼿段へのシフト鈍化
限定的な再⽣可能エネルギー需要
⾵⽔災の激甚化、災害廃棄物の発⽣量増加
⽔ストレス・熱ストレスの深刻化

リスク・機会およびその対策の特定プロセス

シナリオ分析 – 想定する2030年〜2050年の世界

2

2
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気候変動のリスク・機会のうち移⾏リスクと機会について、全事業共通で1テーマ、3つの⼤テーマについて事業ごとに計9テーマのシナリ
オ分析を実施しました。分析に際して使⽤する外部データおよび内部データを更新しました。

TCFD提⾔に基づく当社のシナリオ分析の概要

29



セメント事業はＵＢＥ三菱セメント（株）として持分法適⽤関連会
社となったため、またインドネシア・カパー・スメルティング社は
持分法適⽤関連会社への移⾏を予定しているため、それぞれ
Scope1・2の実績と⽬標をScope3のカテゴリ15に組替えていま
す。また、2022年度までに事業譲渡により連結対象から外れたその
他の事業、⼦会社は実績と⽬標から除きました。2022年度のGHG排
出量は2020年度⽐で4.5%削減しました。

当社グループGHG排出量（Scope1,2）

炭素税負担・エネルギーコスト等の変化（全事業共通）

想定する世界と事
業影響

炭素価格制度の導⼊・強化による⽣産コストの増加

GHG排出量に対する課税強化、電⼒価格上昇によるエネルギーコスト増加
グリーン電⼒証書の調達額や排出権取引コストが増加
2030年度CP負担額は約53億〜105億円、エネルギーコストの2020年度からの増加額は71億〜75億円
と試算

影響分析

炭素価格は、当社のコストの増加要因になる。炭素価格の影響は社会全体にも及ぶが、GHG
排出量削減の遅れや当社の製品価格への転嫁が進まない場合は収益低下となるリスクとな
る。

事業影響評価

リスク︓⼤

指標
当社グループGHG排出量
（Scope1,2） ⽬標

2030年度排出量45%削減（2020年度
⽐）
2045年度カーボンニュートラル達成

今後の戦略と対応

2030年度までのGHG排出量削減計画を策定し、設備や⼯程の⾼効率化等によるエネルギー使⽤量削
減、プロセスの電化や燃料転換、再⽣可能エネルギー（再エネ）由来電⼒への切り替えを進める
2035年度までに当社グループの使⽤電⼒の100%を再エネ由来電⼒に切り替える
⻑期的にCN燃料の利⽤やCO の回収・利活⽤などの⾰新的技術開発を加速する

■ 当社グループGHG排出量（Scope1,2）

リスク要素︓炭素価格税制度の導⼊・強化（操業コスト増加）●

2

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度の⾞載⽤純銅条販売量は、⾃動⾞メーカーの電動⾞両⽣産
の増加に伴い、⾞載部品メーカー向け電池・電⼦機器⽤のバスバー
が増加したことおよび⼤型化したことにより、2021年度より9.5%
増加しました。

⾞載⽤純銅条販売量（2020年度対⽐）

EVシフトによる製品需要の変化（銅加⼯事業）

想定する世界と事
業影響

脱炭素化に向けたEV関連製品の急速な需要拡⼤

2030年度に向けて⾃動⾞全体の販売台数が増加。⾃動⾞向けコネクター・バスバー需要は、2020年度
⽐で2030年度に約2.6倍、2050年度に約3.1倍に拡⼤
xEVの2030年度の販売台数は、2020年度⽐で約24倍に増加と予測

影響分析

銅製品の使⽤量がより多いxEVの販売台数の⼤幅な増加により、当社の銅圧延製品等の⼤幅
な需要拡⼤が予測される。関連製品の⽣産体制強化により需要を取りこむことで、売上の拡
⼤につながる機会となる。

事業影響評価

機会︓⼤

指標
⾞載⽤純銅条販売量

⽬標
2030年度末
2倍（2020年度⽐）

今後の戦略と対応

急拡⼤するEV向け製品需要に応えられる供給体制を構築するため、2030年度時点での銅部材の⽣産能
⼒を2020年度⽐1.3倍以上に増強する（国内⽣産拠点で⽣産能⼒増強中）
より⾼性能で環境負荷の低い製品の開発により、脱炭素社会への移⾏に貢献する

■ ⾞載⽤純銅条販売量

機会要素︓xEV販売台数の増加●

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度の切削⼯具の売上⾼は、欧⽶を中⼼とする航空機・医療関
連メーカーの需要拡⼤などに伴い、2021年度より10.0%増加しまし
た。

切削⼯具売上⾼（2020年度対⽐）

モーダルシフト、EVシフトに関わる需要の変化（加⼯事業）

想定する世界と事
業影響

EV⽐率の増加によるエンジン向け切削⼯具の需要減少

xEV販売台数の著しい増加、軽量化素材の利⽤率の増加
エンジン搭載⾞の⽣産数減少（2030年度時点で2020年度⽐0.59倍と試算）が⾒込まれ、エンジンやト
ランスミッション向けの切削⼯具の売上は減少

影響分析

電動化・軽量化の関連市場の拡⼤に伴う難削材向け⼯具の需要の増加が予測されることか
ら、製品構成を⾒直し、需要を取り込むことで売り上げ拡⼤の機会となる可能性がある。⼀
⽅、現在の主⼒製品であるエンジン搭載⾞向け切削⼯具の売上が減少するリスクがある。

事業影響評価

リスク︓中

指標
切削⼯具売上⾼

⽬標
2030年度末
2.3倍（2020年度⽐）

今後の戦略と対応

難削材加⼯⽤⼯具等、1.5℃シナリオの世界に向けて拡⼤する需要に応える製品を開発・供給しグローバ
ルシェアを拡⼤するとともに、脱炭素社会への移⾏に貢献する
⾃動⾞向け製品市場は、EV化の動向を注視し、必要に応じてEV部品加⼯⽤⼯具を開発していく。また、
⾃動⾞産業に代わる新たな市場として、⼩型精密加⼯分野（ロボット、半導体製造装置、通信等）を戦
略市場とし切削⼯具の売上増加を⽬指す

■ 切削⼯具売上⾼

リスク要素︓モーダルシフト等に伴う加⼯製品市場の急変●

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度の電気銅販売量は、2021年度並みの59万tでした。 電気銅販売量（万t）

気候変動への対応進展による銅の需要の変化（製錬・資源循環事業）

想定する世界と事
業影響

脱炭素化に向けたEV販売台数の増加による急速な銅需要の拡⼤

2030年度に向けて⾃動⾞全体の販売台数が増加。銅必要量は、2020年度⽐で2030年度に約3.3倍、
2050年度に約4.6倍に拡⼤
xEVの2030年度の販売台数は、2020年度⽐で約24倍に増加と予測

影響分析

銅使⽤量のより多いxEVの販売台数の⼤幅な増加により、世界の銅需要が⼤幅に増加するこ
とが予測される。当社の電気銅⽣産能⼒の増強により需要を取り込むことで、売上の拡⼤に
つながる機会となる。

事業影響評価

機会︓⼤

指標
電気銅販売量

⽬標
2030年度末
83万t

今後の戦略と対応

拡⼤する銅需要に対応するため、国内拠点での設備投資を⾏い、2030年度時点での銅精鉱の処理量を現
状⽐1.3倍（直島）、電気銅販売量を1.4倍（全社）に増強し、電気銅の安定供給により脱炭素社会への
移⾏に貢献する

■ 電気銅販売量

機会要素︓xEV販売台数の増加●

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度の⾃動⾞年間処理台数は、中古⾞の価格⾼騰や販売店から
の⼊庫減少などの影響もありましたが、2021年度より7.0%増加し
91百台となりました。

⾃動⾞年間処理台数（百台）

⾃動⾞リサイクルに関わる需要の変化（製錬・資源循環事業）

想定する世界と事
業影響

国内の⼈⼝減、脱炭素社会によるカーシェアリングの進展による廃⾞台数の減少

⽇本国内の⼈⼝減少およびカーシェアリングの進展による販売台数減少に伴い、⽇本の⾃動⾞廃⾞台数
は2020年度⽐で2030年度にほぼ横ばい、2050年度に約0.85倍に減少
⾃動⾞全体の処理台数は減少するが、次世代⾃動⾞の⽐率は増加する（2030年度18%、2050年度
78%）

影響分析

国内の⾃動⾞処理台数は減少すると⾒込まれ、⾃動⾞リサイクルの売上が減少するリスクが
ある。

事業影響評価

リスク︓⼩

指標
⾃動⾞年間処理台数

⽬標
2030年度末
700百台

今後の戦略と対応

家電リサイクル事業で蓄積した技術を活かす次世代⾃動⾞の効率的処理技術を強みとしてシェアを拡⼤
することにより、売り上げの拡⼤を⽬指す
次世代⾃動⾞リサイクルの処理拠点として、現状の技術実証でのアライアンス等を活⽤して拠点増強を
⾏い、全3拠点体制にすることで処理能⼒を増強する
⾃動⾞リサイクルにより資源リサイクルのニーズに応え、循環型社会の実現に貢献する

■ ⾃動⾞年間処理台数

リスク要素︓廃⾞台数の減少●

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度の⼆次電池⽤⾼機能粉末製造量は、⼆次電池市場の拡⼤に
よる正極材の需要拡⼤に伴い、2021年度より8.4%増加しました。

⼆次電池⽤⾼機能粉末製造量（2020年度対⽐）

バッテリーに関わる需要の変化（加⼯事業）

想定する世界と事
業影響

EVバッテリー、定置⽤蓄電池の増加によるタングステン粉末の需要の拡⼤

BEVおよびPHEVの販売台数の増加。EVバッテリー需要は、2020年度⽐で2030年度に約21倍、2050年
度に約30倍に拡⼤すると予測
再⽣可能エネルギーの需要拡⼤に伴う定置⽤蓄電池の増設量は、2020年度⽐で2030年度に約20倍、
2050年度に約22倍に増加すると予測

影響分析

EV需要の拡⼤、蓄電池需要の急激な増加により、⼆次電池⽤⾼機能粉末の需要が⼤幅に増加
することが予測される。当社のタングステンを主体とする⾼機能粉末の製造能⼒の増強によ
り需要を取りこむことで、売上の拡⼤につながる機会となる。

事業影響評価

機会︓⼤

指標
⼆次電池⽤⾼機能粉末製造量

⽬標
2030年度末
1.9倍（2020年度⽐）

今後の戦略と対応

EV⽤LIB、太陽光発電設備⽤LIBのタングステン粉末製品等、1.5℃シナリオの世界に向けて拡⼤する需
要に応える製品を開発・供給し、脱炭素社会への移⾏に貢献する
タングステン粉末製品はマサンハイテック社との協業により事業拡⼤を⾏う
タングステンリサイクルの推進により循環型社会の実現に貢献する

■ ⼆次電池⽤⾼機能粉末製造量

機会要素︓EVバッテリー、蓄電池需要の増加●

⽬標に対する2022年度実績
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LIB-R,PV-Rに関わる需要の変化（製錬・資源循環事業）

想定する世界と事
業影響

⾞載⽤LIB、PVの排出に伴うリサイクル需要の拡⼤

xEVの廃⾞に伴い発⽣するLIBのリユースを考慮したリサイクル量は、2020年度⽐で2030年度に約50
倍、2050年度に350倍以上に拡⼤すると予測
太陽光パネルのリユースを考慮したリサイクル量は、2020年度⽐で2030年度に約8倍、2050年度に
300倍以上に増加すると予測

影響分析

EV需要拡⼤、太陽光発電の需要拡⼤により、今後⾞載⽤LIBやPVの排出量が増加し、それに
伴いリサイクル需要も増加することが予測される。現在進めている実証試験に基づき事業化
を進めることで、売上の拡⼤につながる機会となる。

事業影響評価

機会︓⼤

指標
⾞載⽤LIBリサイクル 処理量

⽬標
2030年度末
870t-LIB

今後の戦略と対応

家電リサイクル拠点における対象品⽬の拡張に向けてPVリサイクルの事業化を進める
各地域における⾃動⾞リサイクル／LIBリサイクル拠点の整備およびリサイクル技術の⾼度化・効率化に
取り組み、循環型社会の実現に貢献する

※ ブラックマス化（LIB取り出し、放電、解体、熱分解、破砕選別）まで。

■ LIBリサイクル技術の開発状況

環境省からの委託よる、北九州エコタウンでのLIBリサイクルの実証試験（令和２〜４年）を終了しました。実証試験では、⾞両からの⾞載
⽤LIBユニットの取出し、取り出したLIBユニットの放電・解体⾃動化、LIBモジュールの熱分解・破砕選別、活物質からのCo, Niの回収と
いう、⼀貫したLIBリサイクルプロセスを検討し、それぞれのプロセスに対して現状の課題を抽出するとともに、LIBリサイクル全体の
LCA・経済性評価を実施しました。
2023年度以降も技術開発を進め、LIB取出し・解体処理・ブラックマス化の事業基盤を構築し、今後、廃棄量が増⼤する⾞載⽤LIBを安全か
つ効率的に、適正処理する技術を確⽴することで、循環型社会の構築へ貢献できるよう検討を進めていきます。

機会要素︓⾞載⽤LIB、太陽光パネルリサイクル需要の増加●

※

⽬標に対する2022年度実績
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2021年度は澄川地熱発電所の定期点検の実施年度にあたり発電量が
少なかったため、結果として2022年度の再⽣可能エネルギーの当社
持分売電量は2021年度より5.9%増加しました。

再⽣可能エネルギーの当社持分売電量（GWh）

再エネの需要の変化（再⽣可能エネルギー事業）

想定する世界と事
業影響

ネットゼロ社会に向けた、再⽣可能エネルギー市場の中⻑期的拡⼤

再⽣可能エネルギーの需要は今後ますます伸び、⽇本の地熱発電および⾵⼒発電の発電量はそれぞれ、
2020年度⽐で2030年度に4.7倍、9.8倍、2050年度に15倍、48倍に増加すると予測
再エネの普及状況、需給関係により、環境価値は0.3円〜4円/kWhまで幅を持つ

影響分析

売電単価や⾮化⽯証書価格は環境政策や技術の進展により変動する⼀⽅、再⽣可能エネルギ
ー需要⾃体は拡⼤し、特に⾵⼒発電、地熱発電の需要が増加する。新規発電サイトの調査・
開発を⾏うことで当社の再⽣可能エネルギー事業拡⼤の機会となる。

事業影響評価

機会︓⼤

指標
再⽣可能エネルギーの
当社持分売電量

⽬標
2030年度末
575GWh

今後の戦略と対応

既存発電所の安定操業と環境価値の活⽤などにより収益⼒向上に取り組む
新規発電サイトの調査・開発（⼋幡平地区およびその他の地域での新規地熱事業の展開、⾵⼒発電への
参⼊）に注⼒する
他社との協業による発電事業および関連事業規模の拡⼤を⽬指す

■ 再⽣可能エネルギーの当社持分売電量

機会要素︓再⽣可能エネルギーの普及・需要の増加●

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度のE-Scrap類処理能⼒は2020年度からの変化はなく16万t
です。2030年度の⽬標値24万t達成に向け、2023年度に⼩名浜製錬
所での新リサイクルヤードの建設、2024年度に直島製錬所での増処
理⼯事を実施予定です。

E-Scrap類処理能⼒（万t）

循環型社会への移⾏によるE-Scrapリサイクル事業の需要の変化（製錬・資源循環事業）

想定する世界と事
業影響

各国の経済成⻑に伴う廃電⼦機器リサイクル需要の増加

世界のGDPの成⻑率、⼈⼝増減から推計した世界のE-Scrapの推計発⽣量は、2020年度⽐で2030年度
に1.4倍、2050年度に2.5倍に増加する
E-Scrap中の有価⾦属の品位の低下により回収量が減少するリスクがあるが、当社のE-Scrap処理量24
万t達成時の有価⾦属回収量は2020年度⽐で1.9倍

影響分析

2030年度における世界のE-Scrap発⽣量は、2020年度⽐1.4倍に増加する。E-Scrap中の有
価⾦属の品位の低下による回収量の減少、競合他社によるE-Scrap市場への相次ぐ参⼊や国
際的な資源囲い込みの動きによってE-Scrapの集荷が困難になるリスクがあるが、当社のリ
サイクル処理能⼒を増強することにより、当社のE-Scrap処理量が増加し、売上増加の機会
となる。

事業影響評価

機会︓中

指標
E-Scrap類処理能⼒

⽬標
2030年度末
24万t

今後の戦略と対応

E-Scrap発⽣量増加に伴うリサイクル需要増加に対応するため、リサイクルヤードの建設、E-Scrap中の
微量元素を効率的に回収する体制の強化等によりE-Scrap類の処理能⼒を増強する
E-Scrap取引⽤プラットフォームMEX（Mitsubishi Materials E-Scrap EXchange）の機能強化により、
顧客利便性の向上、E-Scrap類の集荷増につなげ循環型社会の構築に貢献する

■ E-Scrap類処理能⼒

機会要素︓ E-Scrapリサイクルの需要の増加●

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度の家電年間処理台数は、巣ごもり需要の拡⼤等による買い
替え増の反動によって⼊荷台数が減少し、2021年度より4.2%減少
し365万台となりました。

家電年間処理台数（万台）

家電リサイクルに関わる需要の変化（製錬・資源循環事業）

想定する世界と事
業影響

温暖化・エネルギーコスト上昇による省エネ家電への買い替え頻度の増加

世帯当たりのエアコン保有量の増加、世帯数の変化、故障による買い替え頻度の変化、リサイクル規制
等による家電回収率の変化より、⽇本全体の廃家電処理重量は、2020年度⽐で2030年度、2050年度と
も1.1倍に増加する

影響分析

気温上昇、世帯数の変化、炭素規制およびリサイクル規制の強化等により廃家電量は増加す
ることが⾒込まれる。これに伴い、当社の家電処理量も増加し、当社の事業規模予測から
2030年度の売り上げは2020年度⽐1.4倍増の機会となる。

事業影響評価

機会︓中

指標
家電年間処理台数

⽬標
2030年度末
590万台

今後の戦略と対応

既存プラントのM&A、新規リサイクルプラント設⽴により事業を拡⼤し循環型社会の構築に貢献する
⾃動化・省⼒化を図るとともに、 操業管理システムのクラウド化による管理強化、LCA評価による環境
価値可視化等にて差別化を図る

■ 家電年間処理台数

機会要素︓家電リサイクル需要の増加●

⽬標に対する2022年度実績
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2022年度の当社グループ全体での温室効果ガス排出量（単体＋主要
連結⼦会社）は1,916千t★でした。2021年度⽐で21千t増加しまし
た。

※ ⾮エネルギー起源のCO 排出源は廃棄物由来が主であり削減が困難で
あることから、省エネルギーを通じた削減努⼒が確認できるエネルギ
ー起源CO 排出量を対象としています。

2022年度の当社単体でのエネルギー起源温室効果ガス排出量は470
千tでした。2021年度⽐で27千t減少しました。

※ ⾮エネルギー起源の温室効果ガス排出源は原料等で使⽤される⽯灰⽯
が主要なものですが、 代替や削減が困難であることから、省エネル
ギーを通じた削減努⼒が確認できるエネルギー起源温室効果ガス排出
量を対象としています。

単体の温室効果ガス排出量は、2021年度対⽐▲26千tCO  (▲５％)
の削減となりました。また、原単位は、直島製錬所が炉修年度であ
り、⼀部⼯場で⽣産量が減少したことが影響し、若⼲悪化しまし
た。

■ 温室効果ガス総排出量（単体+主要連結⼦会社）

■ エネルギー起源温室効果ガス排出量の推移（単体）

■ 温室効果ガス排出原単位の推移（単体）

GHG排出量実績と取り組み

2022年度の温室効果ガス削減活動

2

2

2
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単体のエネルギー使⽤量は2021年度対⽐4.9％減少しました。ま
た、直島製錬所が炉修年度であり、⼀部⼯場で⽣産量が減少したこ
とが影響し、原単位は1.1％悪化しました。事業者クラス分け評価︓
Sクラス（Sクラス︓過去5年平均で１％以上の原単位改善）となり
ました。

※ エネルギー原単位は、⽇本の省エネ法（エネルギーの使⽤の合理化等
に関する法律）のもとで定められている定期報告書作成要領に従い算
出。当社は事業内容が多様なため、事業ごとに「エネルギーの使⽤と
密接な関係を持つ値」を設定し、計算式の分⺟として使⽤していま
す。各事業のエネルギー原単位の対前年度⽐と、各事業で使⽤するエ
ネルギーの全社に占める割合とを掛け合わせて事業別の寄与度を求
め、その合計が全社の原単位（前年度⽐）となります。温室効果ガス
排出原単位も同様に算出しています。

※ 省エネ法による2022年度実績の定期報告書では、四⽇市⼯場、四⽇
市⼯場鈴⿅分室を除外し算出しており、本表も同様に2拠点を除外し
て算出しています。

■ エネルギー原単位の推移（単体）

■ 2022年度温室効果ガス総排出量内訳［千t-CO e］

分類 単体 国内グループ 海外グループ 計

Scope1
（直接）

エネルギー起源
（燃料等）

109 337 149 595

⾮エネルギー起源 プロセス 0 0 0 1

廃棄物 60 225 0 285

その他ガス 7 31 0 38

（参考）
⾮エネルギー起源合計

67 256 0 323

⼩計 176 593 149 ★919

Scope2（間接） エネルギー起源
（電⼒等）

361 203 433 ★997

（参考）エネルギー起源合計 470 540 582 1,592

合計 537 796 582 ★1,916

※ 「グループ会社」は連結⼦会社91社（国内38社、海外53社）を含んでいます。
※ 排出係数として、国内電⼒は電⼒会社の調整後排出係数、海外電⼒は国際エネルギー機関（IEA）が公表する排出係数、燃料および蒸気は温対法の数

値を⽤いています。
※ 「Scope2（間接）」は市場別（market base）排出量を表⽰。地域別（location base）では1,031[千t-CO e]

2

2
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■ 2022年度のScope3排出量［千t-CO e］

項⽬ 対象 単体 グループ 計 活動量の考え⽅

カテゴリ1

購⼊した製品・サー
ビス

温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

1,075 2,921 3,995 グループ外から受け⼊れた原
材料（廃棄物原材料・副産物
原材料は対象外）・取⽔量の
物量ベースの使⽤量

カテゴリ2
資本財 連結財務諸表と同じ 125 159 284 報告対象年度における設備投

資⾦額

カテゴリ3
Scope1,2に含まれな
い燃料およびエネル
ギー関連活動

温室効果ガス排出対象組織と
同じ

94 135 229 燃料種別使⽤量、グループ外
から購⼊した電⼒量および蒸
気量

カテゴリ4

輸送、配送（上流） 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

241 510 751 ①報告対象年度に購⼊した製
品・サービスのサプライヤー
から⾃社への物流に伴う排出
・主要原材料ごとに（廃棄物
原材料・副産物原材料は対象
外）輸送シナリオを設定
・国間距離はIDEA 国地域間
距離データベース、その他の
距離は距離検索サイトを利⽤
し設定（⼀部、カンパニーへ
のアンケートにより回答があ
った距離を採⽤しているケー
スもあり）
②報告対象年度の出荷輸送の
うち、⾃社が費⽤負担してい
る製品の物流に伴う排出
・主要出荷製品ごとに輸送シ
ナリオを設定
・国間距離はIDEA 国地域間
距離データベース、その他の
距離は距離検索サイトを利⽤
し設定

カテゴリ5 事業から出る廃棄物 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

4 20 25 産業廃棄物量（再資源化・埋
⽴）を対象

カテゴリ6

出張 連結 0 2 3 単体については、拠点（事業
所およびオフィス）別の従業
員数
連結⼦会社については、有価
証券報告書の⼈員情報より、
カンパニー別の従業員数

カテゴリ7

雇⽤者の通勤 連結 2 7 8 単体については、拠点（事業
所およびオフィス）別の従業
員数
本社オフィスおよび本社以外
のオフィスについては報告対
象年度の出社割合を乗じた値
を活動量とした
連結⼦会社については、有価
証券報告書の⼈員情報より、
カンパニー別の従業員数

カテゴリ8
リース資産（上流） ー ー ー ー 賃借しているリース資産はあ

るが、Scope1,2に含んでいる
ため、算定対象外

2
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カテゴリ9

輸送、配送（下流） 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

47 136 183 販売先までの出荷輸送のう
ち、他社が費⽤負担している
製品の物流に伴う排出
販売先以降最終消費者までの
輸送は対象外とする
国間距離はIDEA 国地域間距
離データベース、その他の距
離は距離検索サイトを利⽤し
設定（⼀部、カンパニーへの
アンケートにより回答があっ
た距離を採⽤しているケース
もあり）

カテゴリ10

販売した製品の加⼯ 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

116 334 449 販売した製品として、カンパ
ニー別グループ外への製品出
荷量を活動量とした
製品ごとに想定される⼀次加
⼯を設定して、加⼯に伴う排
出量を算定

カテゴリ11

販売した製品の使⽤ ー ー ー ー 販売する製品は素材や部品
で、利⽤先は多岐に渡り、最
終製品までたどるのは困難で
あるため、算定対象外

カテゴリ12

販売した製品の廃棄 温室効果ガス排出量以外の環
境データ対象組織と同じ

2 3 5 販売した製品として、カンパ
ニー別グループ外への製品出
荷量を活動量とした
製品ごとに想定される廃棄⽅
法を設定して、廃棄に伴う排
出量を算定

カテゴリ13 リース資産（下流） ー ー ー ー 賃貸ししているリース資産は
ほぼないため、算定対象外

カテゴリ14
フランチャイズ ー ー ー ー フランチャイズ事業は⾏って

いないため、算定対象外

カテゴリ15
投資 持分法適⽤関連会社 6,038 0 6,038 報告対象年度における持分法

適⽤関連会社のScope1＋2排
出量および持分割合

合計 ★7,745 4,227 ★11,972  

※ 原材料調達、輸送、製品出荷シナリオは2021年度実績に基づき設定しています。
※ 算定⽅法は、環境省・経産省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン（ver.2.4）」を参考とし、排出原単位

は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（Ver3.3)」および「国⽴研究開発法⼈産業技術総
合研究所 IDEA Ver.3.3」等を参照して算定しました。

※ 2022年度のScope3排出量は、2023年3⽉31⽇現在における、当社（多結晶シリコン事業含む）および連結⼦会社49社（ダイヤソルト（株）含む）
のデータを反映しています。

■ 各事業における主要な取り組み

当社の製造事業所・⼯場は、徹底した省エネルギーの追求を重要課題と捉え、省エネ活動を進めています。
具体的には、燃料の⾒直し、未利⽤エネルギーの利活⽤、⼯程・設備の改善、⾼効率機器の導⼊、機器仕様の適正化、設備運転制御・操業
形態の⾒直し等の視点で活動を⾏っています。本社・⽀店・営業所や、研究所等の⼩規模な事業所でも、LED照明導⼊等の省エネの取り組
みを継続しています。
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2022年度の輸送におけるCO 排出量は、単体は18,109t（2021年度⽐425t減）となり、グループ会社合計は船舶を中⼼に輸送量が増加し
たことで12,564t（2021年度⽐ 859t増）となりました。単体＋グループ会社のCO 排出量合計は30,673t（2021年度⽐434t増）となりま
した。⼀⽅、エネルギー消費原単位 は、単体は22.47kℓ／百万トンキロ（2021年度⽐4.65％悪化）となりましたが、単体＋グループ会
社の合算値では20.47kℓ／百万トンキロ（2021年度⽐5.31%改善）となりました。 今後も、モーダルシフト推進や積載率改善等による輸
送省エネに努めるとともに、グループ全体での物流最適化を通じて、⾮化⽯エネルギー活⽤などの環境負荷を抑制する物流の構築を⽬指し
ます。

■ 輸送モード別CO 排出量（単位︓t-CO ）

 
2021年度 2022年度

単体
グループ

会社 合計 単体
グループ

会社 合計

物流CO₂排出量 総量 18,533 11,704 30,237 18,109 12,564 30,673

内訳 トラック 10,666 4,989 15,655 11,103 4,936 16,039

船舶 7,809 6,712 14,521 6,960 7,625 14,585

鉄道 20 3 23 12 3 15

航空 38 0 38 35 0 35

※ 使⽤エネルギー量を原油量換算（kℓ）し、輸送トンキロ（百万トンキロ）で割った値

物流における取り組み

2

2
※

2 2
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成形した耐⽕プラスチック

近年、電気⾃動⾞（EV）のリチウムイオン電池（LIB）は⾼容量化が進んでお
り、LIB発⽕時の危険性が増⼤しています。⼀⽅で、航続距離延伸を⽬的に、⾞
体の軽量化が要求されています。
樹脂材料は軽量化を⽬的にさまざまな製品で利⽤されており、⽕炎に耐えられる
樹脂材料としては、現在、難燃性樹脂が広く市販されています。しかし、従来の
難燃性樹脂では⽕⼒の⾼い⽕炎に対しては耐えることが難しいため、安全性を重
視する部品には依然として⾦属が採⽤されており、軽量化が進んでいない状況で
す。
当社は、軽量でありながら⽕炎に接しても燃えず、溶け落ちにくく、成形容易な
「耐⽕プラスチック」を得る技術を開発しました。EVのLIBケースの蓋などに使
⽤した際には、発⽕時の⽕炎の広がり防⽌が期待されます。今後は、この技術を
活⽤した製品化に取り組んでいきます。

熱電発電モジュール

カーボンニュートラル実現のため、未利⽤熱・廃熱を有効活⽤する熱電発電技術
の普及が待望されています。低い発電コストにて、⼤きな温室効果ガス

（GHG）削減効果を得るためには、⾼い変換効率を有する熱電発電素⼦およびモ
ジュールが必要です。
当社では、従来とは異なる独⾃の材料設計を実施し、環境にやさしい材料を⽤い
て、従来を凌駕する性能かつ⻑期⾼信頼性を有する熱電発電技術の創出に挑み、
太陽光発電と同等レベルの変換効率の実現に向け開発を進めています。この技術
が実⽤となれば、⼯場の設備管理から⾃動⾞、IoT通信機器と多岐にわたる⽤途
にて展開され、例えば、熱電のみで電⼦機器を駆動、系統電⼒への売電など、こ
れまで困難とされた機能の実現も期待されます。この⾰新的サーマルマネジメン
ト技術の実⽤化に向けて、事業開発を進めていきます。

※ 熱電発電技術︓温度差を利⽤して、熱エネルギーを電気エネルギーへ変換する技術

当社グループは、気候変動への対応を脱炭素社会の実現に向けた重要な経営課題のひとつとして捉え、環境負荷低減を考慮したものづくり
や地熱等再⽣可能エネルギーの開発・利⽤促進に取り組んでいます。

再⽣可能エネルギーの開発・利⽤促進
地球環境への貢献

脱炭素社会実現に向けた取り組み

「脱炭素社会実現に貢献する製品やサービス」

⽕炎に接しても燃えず、溶け落ちにくい耐⽕性軽量新素材「耐⽕プラスチック」TOPICS

⾰新的サーマルマネジメント技術である、⾼効率な熱電発電技術の創出TOPICS

※
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直⽅晶Sn O の結晶構造および電⼦構造
出典: Y.S. Liu, et al., Angew. Chem. Int. Ed.
2023, 62, e202300640.

当社と東京⼯業⼤学・宮内教授のグループ、防衛⼤学校・⽥邉准教授は共同研究
において、酸化スズの新しい結晶多形である直⽅晶の四酸化三スズ（Sn O ）の
合成とともに、第⼀原理計算によりその機能発現メカニズムの解明に成功しまし
た。
⼈⼯光合成の実⽤化には可視光を吸収して光触媒活性を⽰す安価で安定な半導体
が不可⽋ですが、そのひとつとして単斜晶のSn O が報告されていました。⼀
⽅、本研究では、これまでに報告例のない直⽅晶のSn O を簡易な⽔熱法で合成
しています。この直⽅晶Sn O は従来の酸化スズよりも幅広い可視光を吸収する
ことができ、また伝導帯のレベルが⾼く励起電⼦の還元⼒が強いため、⼆酸化炭
素を還元できる光触媒として機能します。さらに本成果では、⽔熱合成条件を制
御することで結晶多形をつくり分けることができ、この知⾒はこれまでに報告例
のない酸化スズ以外の結晶多形や新物質の合成にもつながることが期待されま
す。

当社は、2022年4⽉、経済産業省が公表した「GXリーグ基本構想」に賛同し、2023年5⽉にはGXリーグの参画企業へと移⾏しました。
「GXリーグ」とは、GX（グリーントランスフォーメーション）に積極的に取り組む企業が、⾏政や⼤学・公的研究機関、⾦融機関等のGX
に向けた挑戦を⾏うプレイヤーとともに、⼀体として経済社会システム全体の変⾰のための議論と新たな市場の創造のための実践を⾏う場
として設⽴されたものです。参画企業にはカーボンニュートラルの実現に向けて、⾃社の排出量削減に向けた取り組みだけではなく、サプ
ライチェーンや⽣活者、市⺠社会等幅広い主体と協働し、先導する役割が期待されています。当社もサプライチェーン企業への働きかけを
含めた排出量削減努⼒を進めており、また、GXリーグが進める排出量取引制度（GX-ETS）の制度構築に向けた議論の過程においては、よ
り良い制度とするためにコメントや意⾒の提出も⾏っています。

GXリーグ基本構想について（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/GX-league/gx-league.html

可視光で光触媒活性を⽰す、新規酸化スズの合成に成功TOPICS

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

経済産業省「GXリーグ基本構想」に賛同
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当社では、鉱⼭や製錬所に必要な電気を供給するため、再⽣可能エネルギーの開発を進めてきました。これまでに、培ってきたノウハウを
活かして、環境影響の少ないエネルギーを安定供給するため、地熱発電、⽔⼒発電等を中⼼とした再⽣可能エネルギーの創出を進めていま
す。

■ 既存発電所の安定的な操業に向けて

当社は、秋⽥県⿅⾓市⼋幡平地区に⼤沼地熱発電所と澄川地熱発電所（蒸気供給のみ︔発電は東北電⼒（株））を有し、また、秋⽥県湯沢
市⾼松・秋ノ宮地区の⼭葵沢地熱発電所（電源開発（株）および三菱ガス化学（株）とともに設⽴した湯沢地熱（株）が所有）が2019年5
⽉20⽇に営業運転を開始し、安定したクリーンな電⼒を⽣み出しています。2022年度の総発電電⼒量は604GWh（当社持ち分等を考慮し
た場合、うち322GWh）であり、当社地熱発電所および蒸気供給設備の操業によるCO 排出削減効果は約136万t（東北電⼒（株）澄川地熱
発電所分、湯沢地熱（株）⼭葵沢地熱発電所当社持分より算出）に相当します。
地熱発電は、⾒えない地下の状況を把握して、蒸気を継続的かつ安定的に供給することが重要です。澄川地熱発電所においては、今後も発
電電⼒量の向上を⽬指して、運転開始以降のデータの詳細な検証、地質構造の再解析等で地下の状態を把握し、現場での安定した操業を継
続します。

■ 新たな地熱開発に向けて

当社では前項の地熱発電所に加え、新規プロジェクトにも取り組んでいます。電源開発（株）および三菱ガス化学（株）とともに設⽴した
湯沢地熱（株）は、2015年5⽉に⼭葵沢地熱発電所の建設を開始し、2019年5⽉20⽇に営業運転を開始しました。また、2015年10⽉には
三菱ガス化学（株）とともに安⽐地熱（株）を設⽴、2018年6⽉に電源開発（株）が加わり３社で事業化を推進し、2019年8⽉に建設⼯事
を開始しています。当社は、2021年8⽉から⼤沼地熱発電所の北東に位置する菰ノ森地域（⿅⾓市）において、独⽴⾏政法⼈⽯油天然ガ
ス・⾦属鉱物資源機構（JOGMEC）の助成⾦を活⽤した地熱資源量調査を開始しました。また、2022年6⽉からは安⽐地熱発電所の東側に
位置する安⽐川上流地域（⼋幡平市）において、JOGMECの助成⾦を活⽤した地熱資源量調査を開始済みです。さらに、2022年5⽉に恵⼭
地域（函館市）の地熱調査・開発を⼿掛ける合同会社はこだて恵⼭地熱に出資し、（株）レノバおよび⼤和エナジー・インフラ（株）とと
もに資源調査、環境影響評価を経て地熱発電所の建設に携わっています。
また、福島県吾妻・安達太良地域においても他社と共同で調査を継続しています。

再⽣可能エネルギーの創出

地熱発電事業

2
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⼭葵沢地熱発電所（秋⽥県）
事業主体︓湯沢地熱（株）
2019年5⽉運転開始
出⼒︓46,199kW

安⽐地熱発電所（岩⼿県）
事業主体︓安⽐地熱（株）
2024年4⽉運転開始予定
出⼒︓14,900kW

当社は、2022年５⽉、（株）レノバ（東京都中央区、代表取締役社⻑CEO ⽊南陽介）、⼤和エナジー・インフラ（株）（東京都千代⽥
区、代表取締役社⻑ 松⽥守正）の新たな事業パートナーとして、「合同会社はこだて恵⼭地熱」へ出資しました。同社は2016年の設⽴以
来、北海道函館市恵⼭地域での新規地熱発電所開発を⽬指して事業開発を進めています。
当社は、⻑年にわたる炭鉱や⾦属鉱⼭の開発・経営を通じて培った豊富な経験と⾼い技術⼒を⽔⼒、地熱発電に活かしています。地熱発電
に関しては、1974年に⼤沼地熱発電所（秋⽥県）の運転を開始して以来、澄川地熱発電所（秋⽥県、1995年運転開始）、⼭葵沢地熱発電
所（秋⽥県、2019年運転開始）、安⽐地熱発電所（岩⼿県、2024年運転開始予定）の建設・操業に中核として関わっています。
当社は、これまでも「地熱等再⽣可能エネルギーの開発・利⽤促進」に取り組んでおり、本事業についても出資を通じて当社の経験と技術
⼒を活かし、プロジェクトの成功に貢献します。

掘削調査の様⼦

プレスリリースリンク︓
https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2022/22-0606.html

北海道函館市恵⼭地域における新規地熱開発へ参画中TOPICS
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当社の⽔⼒発電事業の歴史は1898年からと古く、秋⽥県において、尾去沢鉱⼭（⾦鉱⼭として開
⼭、後に銅鉱⼭として操業し、1978年に閉⼭）の動⼒⽤電⼒の供給等を⽬的として⽔⼒発電所が
７ヵ所建設されました。そのうち1ヵ所はダム建設により2000年に⽔没補償されたため、現在6ヵ
所が稼働中であり、発電された電⼒の全量を電⼒会社に売電しています。2014年から⽔⼒発電所
の⾼経年対策として3ヵ所の設備更新が無事完成し、2018年３⽉に、⼤湯発電所（⿅⾓市）の設備
更新が終了しました。また、2019年5⽉に、秋⽥県北秋⽥市⼩⼜川⽔系において、1953年（昭和
28年）に完成した⼩⼜川第四発電所以来の新規⽔⼒発電所となる⼩⼜川新発電所の建設を開始
し、2022年12⽉に運転を開始しました。また、2021年度から1,000kW前後の⼩規模な⽔⼒発電
所の新設を⽬指して、複数の地点で調査を開始しています。
2022年度の全6ヵ所の⽔⼒発電所による発電電⼒量は92GWhであり、当社の⽔⼒発電所操業によ
るCO 排出削減効果は約4万tに相当します。

⼩⼜川新発電所（秋⽥県）
事業主体︓三菱マテリアル（株）
2022年12⽉運転開始
出⼒︓10,326kW

2013年より、当社グループの遊休地を活⽤して、新たに太陽光発電事業に取り組んできました。
三菱HCキャピタル（株）との合弁事業として2017年までに真壁（茨城県）、福井、⿃越（福岡
県）、⼊釜（宮城県）、⽮吹（福島県）の５ヵ所で発電所を建設し、順調に運転を継続していま
す。2022年度の全5ヵ所の太陽光発電所による発電電⼒量は28GWh（うち当社持分は14GWh）
であり、これらの発電所操業によるCO 排出削減効果（当社持分）は約1万tに相当します。

⼊釜太陽光発電所（宮城県）
事業主体︓エルエムサンパワー
（株）
2015年1⽉運転開始
出⼒︓6,930kW

当社の連結⼦会社として2018年に設⽴したニューエナジーふじみ野（株）において、⾷品廃棄物
の処理により得られたバイオガスを⽤いて発電（出⼒550kW）を⾏っています。2022年度のバイ
オガス発電による発電電⼒量は2GWh（うち当社持分は2GWh）です。

⽔⼒発電事業

2

太陽光発電事業

2

バイオガス発電事業
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■ 再⽣可能エネルギーによるCO 排出削減効果（発電所持分を考慮）

※ 経済産業省（METI）が定める商⽤電⼒のCO 排出係数を基に再計算しています。

※ 地熱発電所への蒸気供給（蒸気を電⼒量換算で販売）

再⽣可能エネルギーによるCO 排出削減効果2

2

2

再⽣可能エネルギーの発電⽬標および実績
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三菱マテリアルテクノ（株）は、トータルエンジニアリング企業として、2000年から再⽣可能エネルギー熱である地中熱事業に参⼊し、企
画提案から調査・設計・施⼯・メンテナンスまでを⼀貫して提供しています。
地中熱技術⼒No.1を⽬指し続け、国プロ等による継続的な技術開発と特許技術の保有により、⼀般的な「ボアホール⽅式」のみならず、同
社の特許⼯法である「基礎杭⽅式」「⽔平⽅式」「⼟留壁⽅式」と多様な熱交換⽅式を実⽤化し、地中熱のインフラ化に成功しました。現
在は、これらの技術を“都市インフラ活⽤型地中熱利⽤システム”として営業展開しており、将来的には「スマートシティへの貢献」を⽬指
しています。
同社の地中熱導⼊実績は約130件あり、2020年以降では、⼋幡平市⽴病院でボアホール⽅式（深度100m×120本）と⽔平⽅式（敷設溝⻑
さ約100m×9ユニット）の組み合わせによる⽇本最⼤規模の案件が竣⼯し、横浜市役所で基礎杭⽅式（場所打ち杭66杭）による⾸都圏最⼤
級の案件が竣⼯する等、地中熱の⼤規模な活⽤が進みつつあります。なお、「横浜市役所の環境・設備計画と実施」の業績については、横
浜市や（株）⽵中⼯務店らとともに（公社）空気調和・衛⽣⼯学会の第60回学会賞技術賞（建築設備部⾨）を2022年5⽉に同社が受賞しま
した。これからも再⽣可能エネルギーである地中熱利⽤の普及を通じて、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

三菱マテリアルテクノ（株） 地中熱利⽤システム

■ 都市インフラ活⽤型地中熱利⽤システムの概要図

■ 熱交換⽅式種類と各実績の⼀例

地中熱ヒートポンプシステム

再⽣可能エネルギー熱である地中熱利⽤の普及により、脱炭素社会の実現に貢献
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⼆酸化炭素回収・貯留について、当社は、2008年5⽉に設⽴された⽇本ＣＣＳ調査（株）に出資し、同社を通じて、苫⼩牧CCS⼤規模実証
試験、⼆酸化炭素貯留適地調査事業に関与しています。⼆酸化炭素回収・有効利⽤については、⼯場から排出される⼆酸化炭素を回収する
実証試験を開始しています。（詳細は、下記リンクをご参照ください）

⼯場から排出される⼆酸化炭素を回収・利⽤〜九州で実証試験を開始〜

⼆酸化炭素回収・有効利⽤・貯留（CCUS）

⼆酸化炭素回収・有効利⽤・貯留（CCUS）に向けて
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活動テーマ 2022年度の活動実績 ⾃⼰
評価

2023年度以降の活動⽬標・予定

環境法令の遵守
環境負荷の継続的な改善

環境法令遵守のための取り組み強化
環境法令教育の徹底 

A 環境法令遵守のための取り組み強化
環境法令教育の徹底

⾃⼰評価 A︓⽬標達成 B︓概ね⽬標達成 C︓⽬標未達成

本環境⽅針は、サステナビリティ基本⽅針に基づき定められ、三菱マテリアルグループの事業活動の基盤となるものであると考えていま
す。

⾼度なリサイクル技術による廃棄物の再資源化を推進すると共に、原材料調達から素材・製品の開発、⽣産、流通、消費、廃
棄そして再資源化を含むすべての事業活動の中で環境に配慮した付加価値の⾼い素材・製品を提供します。

エネルギーの削減等により⾃社の事業活動における脱炭素化を推進すると共に、地熱およびその他の再⽣可能エネルギーの開
発と利⽤拡⼤等を図り、バリューチェーン全体の脱炭素化に取り組みます。

天然資源の開発等を含めバリューチェーン全体において⽣態系へ配慮した事業活動を⾏います。

冷却⽔や洗浄⽔等、事業活動のあらゆる場⾯で使⽤する⽔の再利⽤や⽔の循環利⽤等を通じて使⽤量の削減に取り組みます。

⽊材資源の有効活⽤はもとより、脱炭素化、⽣物多様性、⽔環境の保全や地域レクリエーション等にも貢献する社有林等の適
切な管理活動に取り組みます。

全社員に対し関係する法規制や取り決め等に関する教育を継続的に実施し、事業活動における環境負荷の低減、環境汚染の防
⽌に取り組みます。また、ステークホルダーとのコミュニケーションを積極的にとって環境保全活動を⾏います。

（改定︓2021年12⽉1⽇）

環境負荷低減と環境汚染防⽌
地球環境への貢献

環境マネジメント

環境⽅針

廃棄物リサイクル推進・環境配慮製品の提供1.

脱炭素化の推進2.

⽣物多様性への配慮3.

⽔資源の有効利⽤・保全4.

⾃社で保有する⼭林等の保全5.

環境教育・社会との共⽣6.
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当社グループでは、SCQ推進本部に専⾨部会としての環境管理部会を設置しグループ横断的な環境施策を⽴案し実⾏しています。各事業部
⾨および各製造拠点には環境管理担当者を選任し、本社環境管理部署と密接な連携のもと汚染の未然防⽌、環境関連法令の遵守徹底を図っ
ています。

■ 環境管理体制

推進体制
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当社グループの各事業所では、ISO14001等の環境マネジメントシステムを運⽤し、法令遵守と環境パフォーマンスの向上に向けた継続的
な活動を推進しています。環境技術や法令に関する知識を持つ管理者を育成するため、環境教育プログラムや法令チェックシステム等の開
発・導⼊に取り組んでいます。
特に当社グループでは廃棄物管理を重要な業務と位置付け、⾦属製錬事業等ではリサイクル原料の使⽤を推進しています。各拠点では廃棄
物管理に特化した管理者や担当者を選任し、法令教育の実施と独⾃の運⽤ルールにより、廃棄物の適正管理と関連法令の遵守を徹底してい
ます。管理責任者には、廃棄物管理に関する最新の事例紹介等を通じて、廃棄物リスクや管理者に求められる役割の理解を⽬的とした教育
を実施しています。実務担当者には廃棄物処理法の具体的な規制内容の理解を⽬的とした講習を実施しています。            

■ 2022年度環境教育実績

 受講者数

廃棄物管理教育 管理責任者向け 16名

実務担当者向け 121名

事業所内で発⽣するさまざまな環境課題に対応するため、本社では環境専⾨スタッフによる相談窓⼝を設け、具体的なサポートを提供する
とともに、本社と各事業所は有益な情報を共有し、環境課題に対応しています。
毎年、事業所の管理者層を対象に環境管理責任者・事務局会を開催し、環境に関する施策や課題の共有を⾏っています。また、実務者層を
対象に事業所⾒学会を開催し、環境管理に関わる現場での運⽤⽅法や環境事故の未然防⽌について学ぶとともに、各事業所の担当者が情報
交換する機会も提供しています。

当社グループに適⽤される法律の改正情報は、社内イントラネットやEメールで周知し、⼤規模な改正や施設の変更等が必要となる改正は説
明会を開催し、全事業所が対応できるように情報を共有しています。
現⾏の法規制については、各事業所で定期的にチェックし、監査部では環境関連法令の遵守状況、化学物質の取り扱い状況、施設の管理状
況等を確認しています。不備が判明した場合は迅速に是正し、関連する事業所にも共有し、当社グループ全体の管理⽔準の向上を図ってい
ます。
施設の新設や変更等、⼀定規模以上の起業に際しては、各事業所だけでなく、本社関係部署でも届出の必要性を判断しています。また、事
業所で必要な専⾨的な法令知識をサポートするために、2021年4⽉より施設の名称や仕様を⼊⼒すると、⾃動的に届出または許可申請が必
要かどうかを判定するWEBシステムを運⽤しています。

⽔質汚濁、⼤気汚染、廃棄物処理等の環境保全に係る法規制の2022年度の遵守状況について、規制当局からの不利益処分（許可取り消し、
操業停⽌命令、設備の使⽤停⽌命令、罰⾦等）はありませんでした。
臭気や廃棄物の苦情は5件寄せられましたが、迅速に原因を調査し、必要な対策を都度実施しました。

環境管理活動

環境教育

環境課題に対応するための情報の共有

環境法規制の遵守

環境法規制の遵守状況
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当社グループは、環境⽅針に基づき、環境リスクを抽出し、顕在化を防⽌するための対策を講じています。
有害物質の漏えいによる⼤気、⽔域、⼟壌・地下⽔の汚染や、廃棄物の不適切な処理は、環境への悪影響だけでなく、当社グループの事業
活動にも深刻な影響を与える可能性があります。各事業所では、事業内容や取り扱い物質、⽴地条件に応じてリスク評価を⾏い必要な対策
を講じています。また、廃棄物の管理については、⾃らの不適切な処理を防⽌するだけでなく、処理委託先による不適正処理を⾒逃さない
ために現地確認等の対策も講じています。
当社グループが所有する休廃⽌鉱⼭（⾮鉄⾦属鉱⼭）では、鉱害防⽌のため、集積場の維持、採掘跡の坑道や坑内⽔の導⽔路の維持、およ
びこれらの場所から発⽣する重⾦属を含む酸性坑廃⽔の適切な処理を継続的に⾏っています。 ⽣物多様性リスクも、当社グループにとって
重要な環境リスクのひとつです。当社グループが原料（鉱⽯等）を調達する鉱⼭において、⽣物多様性の保全を含む環境・社会基準を設定
し、その遵守状況を確認しています。また、当社グループが⽇本国内に保有する⼭林では、 森林の⽣態系サービスを⾼度に発揮させること
を⽬標に森林管理を⾏っており、⼀定の基準を満たしていることが森林認証の取得により保証されています。
気候変動リスクの緩和に向けては、省エネ・CO 排出削減へ多⾓的に取り組むとともに、CO 回収・利⽤の研究や再⽣可能エネルギーの創
出も⾏っています。淡⽔資源の不⾜が事業に及ぼすリスクについては、国内外の主要な事業拠点についてリスク評価を⾏うとともに、海⽔
の有効利⽤、⽣産⼯程の効率化による節⽔、⽔リサイクル、そして廃⽔の浄化処理の徹底といった対策を⾏っています。

2022年度の投資額は、東北電⼒所における再⽣可能エネルギー発電設備の認定を受けた⼩⼜川新発電所（⽔⼒発電所）の建設や銅製錬所に
おける⼤気汚染防⽌や⽔質汚濁防⽌を⽬的とする設備更新等をはじめとする投資により、約131億円となりました。
また、環境保全に係る費⽤は、環境対策や公害防⽌設備の維持管理等、約64億円となりました。

2022年度 環境保全のための⽀出［百万円］

分類 投資額 費⽤額

事業エリア内コスト 事業エリア内コスト合計 13,019 6,012

公害防⽌コスト 1,493 2,884

地球環境保全コスト 11,495 298

資源循環コスト 31 2,830

上・下流コスト 0 0

管理活動コスト 57 231

研究開発コスト 25 53

社会活動コスト 0 0

環境損傷コスト 5 104

合計 13,106 6,400

※ 環境コストは、環境省の環境会計ガイドライン2005年版に基づいて算定しています。
※ 集計対象範囲は単体です。

環境リスクへの対応

2 2

環境会計
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以下の開⽰項⽬のうち、エネルギー投⼊量は多結晶シリコン事業と製塩事業に属する事業所のデータを含んでいます。

環境負荷の全体像
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2022年度のエネルギー投⼊量（単体）は2021年度に⽐べて約
5％（0.5PJ︓原油換算で1.3万ｋL）減少しました。これは⼀部の⼯
場で⽣産量が減少したこともありますが、設備の電化や⾼効率機器
の導⼊等の省エネルギー活動によるものです。

エネルギー投⼊量

※ 1PJ（ペタジュール）＝10 J=1,000TJ（テラジュール）

循環型社会構築への貢献のために、廃棄物の再資源化や副産物の循
環利⽤に積極的に取り組んでおり、廃棄物、副産物等のリサイクル
原料の利⽤を推進しています。
2022年度の原材料・資材投⼊量全体は、当社単体では2022年度か
らセメント事業を報告対象組織から除外したため、2021年度⽐93%
減少し1.3百万tとなりました。このうち、廃棄物および副産物が占
める割合は13.4%でした。

原材料・資材投⼊量

※ 2021年度までの天然資源には、グループ内鉱⼭からの⽯灰⽯調達分が含まれます。

取⽔量の⼤部分は、銅製錬の施設で冷却⽔として利⽤する海⽔で
す。
2022年度の取⽔量全体は、当社単体では2022年度からセメント事
業を報告対象組織から除外したため、2021年度⽐77%減少し94.7
百万m でした。そのうち、（海⽔を除く）淡⽔の取⽔量は11.4百万
m （全体の約12%）でした。

取⽔量（海⽔を除く）

※ ⽔⼒発電に⽤いる淡⽔を除く
※ 冷却⽔⽤の海⽔を除く

エネルギー投⼊量

15

原材料・資材投⼊量

取⽔量

3

3
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⼯場排ガスに含まれる硫⻩酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、
およびばいじん等の⼤気への排出状況並びに排⽔に含まれる⽣物化
学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、窒素等の⽔
域への排出状況についてモニタリングを⾏っています。2022年度の
⼤気への排出量は、当社単体では2022年度からセメント事業を報告
対象組織から除外したため、窒素酸化物（NOx）は2021年度⽐
98%減少し220t、ばいじんは2021年度⽐89%減少し15tでした。

⼤気への排出量

⽔域への排出量

2022年度の排⽔量(海域への排⽔を除く)は、当社単体では2022年
度からセメント事業を報告対象組織から除外したため、2021年度⽐
14%減少し9.5百万m でした。海域への排⽔量は、当社単体で85.3
百万m であり、ほとんどは冷却⽔として利⽤した海⽔です。

排⽔量（海域への排出を除く）

※ 海域への排出を除く

2022年度の排出量は、2022年度からセメント事業を報告対象組織
から除外したことと、1拠点において多量に使⽤していた化学物質の
使⽤終了に伴い、2021年度⽐48%減少し41tとなりました。移動量
は2021年度⽐12%減少し37tとなりました。

化学物質の排出量・移動量

⼤気・⽔域への排出量

排⽔量

3

3

化学物質の排出量・移動量
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2022年度の総排出量は、当社単体では2022年度からセメント事業
を報告対象組織から除外したため、2021年度⽐19%減少し11.3千t
でした。埋⽴処分量は、当社単体で2021年度⽐18%減少し4.7千tで
した。
当社を含むグループ全体の総排出量は約45千tで、そのうち、約5割
をリサイクルしています。

産業廃棄物発⽣量

当社グループでは、製造⼯程での燃料の燃焼等に伴い、ばいじんやSOx等の⼤気汚染物質を排出しています。 特に、銅製錬所からの排出が
その多くを占めています。各事業所では、発⽣源の操業の安定化・効率化や、⾼度な排ガス処理装置を設置して性能を適切に維持する等、
⼤気汚染物質の排出抑制に取り組んでいます。

各事業所では、⽔質の汚濁を防⽌するために適切な排⽔処理を⾏い、排⽔基準よりも厳しい管理基準を設けて排⽔管理を⾏っています。さ
らに、化学物質や油の漏えいに備えるために、防液堤の設置や⽇常的な設備の点検を⾏っています。万が⼀漏えいした場合の拡散防⽌のた
めの訓練等も定期的に実施しています。

当社グループの製造事業所では、多種多様な化学物質を取り扱っています。各事業所では、有害化学物質の使⽤量の削減、環境への漏出の
防⽌、排出量の削減等の環境リスク低減の対策を実施しています。具体的には、それぞれの化学物質の特性に応じた⼯程の⾒直し、新設備
の導⼊、有害性が低い物質への代替化等を促進しています。

当社グループでは、資源循環型社会の構築に資するため、廃棄物の排出量の削減と、排出された廃棄物の再資源化に徹底的に取り組むとと
もに、リサイクル事業の展開も図っています。

産業廃棄物の排出量

⼤気汚染防⽌

⽔質汚濁防⽌

化学物質管理

廃棄物管理
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活動テーマ 2022年度の活動実績
⾃⼰
評価

2023年度以降の活動⽬標・予定

休廃⽌鉱⼭の管理 休廃⽌鉱⼭管理技術者への継続教育の実施
⽼朽化設備の更新（継続）
集積場の安定化（継続）

A 休廃⽌鉱⼭管理技術者への継続教育の実施
⽼朽化設備の更新（継続）
集積場の安定化（継続）

⾃⼰評価 A︓⽬標達成 B︓概ね⽬標達成 C︓⽬標未達成

当社は、鉱⼭業から発展した会社です。当社グループは国内に、⽯灰⽯鉱⼭、⽯炭鉱⼭、⾮鉄⾦属（銅・鉛・亜鉛等）の鉱⼭を保有してい
ますが、このうち⾮鉄⾦属鉱⼭は、すべて採掘を休⽌または廃⽌し、現在では15ヵ所の拠点・事業所、21ヵ所の休廃⽌鉱⼭の管理をしてい
ます。当社グループは、⾏動規範第5章「【環境保全】私たちは、環境保全に努め、脱炭素化、資源の有効活⽤とその再資源化に取り組みま
す」に基づき、休廃⽌鉱⼭においても以下の管理業務を⻑期的に継続しています。

鉱⼭跡地から発⽣する重⾦属を含む排⽔（坑廃⽔）の適切な処理
集積場（鉱⽯の採掘に伴い発⽣した岩⽯や鉱さい、坑廃⽔処理で発⽣した殿物の集積場所）の維持
採掘跡の地下空洞や坑道、坑廃⽔を導⽔する⽔路の点検・維持
使⽤されていない坑⼝や陥没地等への⽴ち⼊りを防ぐ危害防⽌対策

⼀部の休廃⽌鉱⼭では坑道の⼀部を保存・整備し、操業当時の様⼦や鉱⼭技術等を後世に伝える⽂化的遺産あるいは観光施設としても活⽤
されています。

■ 当社グループの休廃⽌（⾮鉄⾦属）鉱⼭

休廃⽌鉱⼭の管理

当社グループの休廃⽌鉱⼭管理
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当社グループは、坑廃⽔処理、集積場管理、坑道・坑⼝管理を⾏っています。坑廃⽔処理では適正
な処理、集積場管理では堤体崩壊による集積物の流出防⽌、坑道・坑⼝管理では坑内⽔の導⽔路維
持のための点検や、第三者の坑道内への侵⼊および坑⼝崩落による危害発⽣を防ぐための閉塞⼯事
等を⾏っています。このうち、坑廃⽔処理では365⽇24時間体制で管理を⾏っています。

坑廃⽔処理施設（⼋⾕鉱⼭）

集積場管理の例（尾去沢鉱⼭）

坑廃⽔の発⽣は⼤別して2種類あります。鉱⼭の操業で鉱化帯に形成された地下坑道や採掘跡の空洞に降⾬や地下⽔が浸透し、酸化された鉱
⽯と接触することで発⽣する酸性の坑内⽔（坑⽔）と、降⾬ や地表⽔が集積場の鉱さい等と接触して発⽣する浸透⽔（廃⽔）があります
が、これらはともに重⾦属を含んでいます。これらの坑廃⽔は処理場で中和処理を⾏い、排⽔基準内まで重⾦属類を除去して河川に放流し
ています。

休廃⽌鉱⼭における坑廃⽔処理の概要

休廃⽌鉱⼭の主な管理業務
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管理レベルの向上と業務効率化のため、デジタル化を推進しています。

操業データを⾃動的に収集してデジタルデータとして⼀元管理・活⽤することで、坑廃
⽔処理施設等の操業を遠隔地でも管理できます。
操業データを経時変化グラフ化等により可視化し、異常があった場合には遠隔警報を発
報するなど、異常を早期に発⾒する仕組みをつくり、管理レベルを向上させています。
タブレット等のデバイスを⽤いて、坑廃⽔処理施設や集積場の点検と記録を⾏うことで
点検結果をデジタルデータ化し、⼀元管理しています。これにより報告書を⾃動的に作
成するなどして、業務を効率的に⾏っています。

操業データの可視化（データトレン
ド表⽰）

スマートフォンを⽤いた点検結果の
記録（点検データデジタル化）

東⽇本⼤震災の際に他社が管理する集積場において集積物の流出事故が発⽣したことを受け、経済
産業省は2012年11⽉に耐震性能に係る技術指針を改正しました。これに基づき、当社グループが
管理する集積場の安定性評価を実施した結果、10ヵ所の集積場に対策が必要と判断されました。
そのため、2015年度より対象集積場の安定化に向けた設計・対策⼯事を順次実施しており、8ヵ所
の対策が完了しています。

⼋⾕鉱⼭集積場安定化⼯事（完⼯
後）

2015年からは当社グループを挙げて、激甚化する⾃然災害に備えた鉱害防⽌対策⼯事に加え、⼤規模地震に備えた集積場安定化⼯事や坑廃
⽔の発⽣源対策、坑廃⽔処理施設の能⼒増強、⽼朽化設備の更新にも取り組んでおり、⼯事費⽤は環境対策引当⾦として2015〜2018年度
までに計上し、2022年度には豪⾬により被災した箇所の復旧・対策費⽤として⼀部追加計上しています。

休廃⽌鉱⼭管理業務のデジタル化

設備更新・環境対策⼯事

集積場安定化⼯事
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近年の⾃然環境変化（⼤型台⾵やゲリラ豪⾬）により坑廃⽔処理に係る操業負荷やリスクが増⼤し
ています。これらの低減を⽬的に、発⽣源対策⼯事、坑廃⽔処理施設の能⼒増強や⽼朽化設備の更
新を進めています。発⽣源対策のひとつとして、最新技術（従来困難であった酸性の条件でも緑化
が可能な技術）等を⽤いて、鉱化帯が露出した地表⾯の⼤規模な被覆⼯事を⾏っています。この⼯
事により、降⾬が直接鉱化帯へ接触することを防ぎ、処理⽔量や汚濁負荷量の低減が期待できま
す。

⼩真⽊鉱⼭ 発⽣源対策⼯事（上︓施
⼯前・下︓施⼯後）

更新後の坑廃⽔処理施設（尾去沢鉱
⼭）

当社グループの⾮鉄⾦属鉱⼭はすべて休廃⽌鉱⼭となっており、閉⼭してから久しく時間が経過し
ています。そのため、鉱⼭管理技術者が⾼齢化・退職するなど、⼈材が減少の⼀途を辿っていま
す。今後も持続的な休廃⽌鉱⼭の管理を⾏っていくためには、経験の浅い若年技術者のスキルアッ
プが必要不可⽋であり、⼈材育成の機会（各種実務者研修や資格取得講座等）を継続的に設け、
Web研修やオンデマンド講座も活⽤して鉱⼭管理の技術継承に取り組んでいます。

実務者研修（坑道管理）

実務者研修（基礎教育）

坑廃⽔処理関連の対策⼯事

⼈材育成
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北海道⼤学に寄附講座『資源環境修復学研究室』を開設し、2017年度より鉱⼭環境の保全に関す
るさまざまな教育・研究活動を継続しています。当社グループでは、この寄附講座と連携し、北海
道⼤学やその他⼤学・研究機関による協⼒を得て、鉱⼭環境を修復・保全するための技術開発等に
取り組んでいます。これらの研究成果は論⽂やシンポジウム等で発表し、広く周知を進めていま
す。

鉱⼭跡地の緑化（筑波⼤学・北海道⼤学）︓鉱⼭跡地における内⽣菌による植物の重⾦
属耐性に関する調査・研究や⾃⽣植物による緑化の調査・研究を進め、これまで植⽣が
根付き難かった鉱⼭跡地における緑化促進に取り組んでいます。
⽣態影響評価（国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所）︓坑廃⽔の流⼊による河川への
⽣態影響について、野外調査を⽤いた⽔⽣⽣物への影響の観点からの評価に取り組んで
います。
遠隔監視技術開発（国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所）︓鉱⼭地域のように電⼒・
通信網のない遠隔地の管理データを収集できる技術として、電波指向性・超省電⼒化し
た遠隔モニタリングシステムを開発しています。
そのほか（北海道⼤学）︓坑廃⽔処理に関する操業管理上の課題を改善するべく、中和
殿物からの重⾦属類溶出リスクの評価や、低濃度条件下でのマンガン酸化物の沈積メカ
ニズムについての研究を新たに開始しました。

寄附講座による活動（現場⾒学）

鉱⼭跡地での緑化調査

河川⽣態調査（底⽣⽣物の採取）

当社の休廃⽌鉱⼭における鉱害防⽌の取り組みを地域の⽅々に知っていただくために、⼯事説明会や施設⾒学会を積極的に開催していま
す。また、植樹や稚⿂の放流、イベント・祭礼への参加、協賛を通して環境保全活動・地域貢献に努めています。その他、国内外の学⽣や
研究者による鉱⼭施設の視察を受け⼊れ、鉱害防⽌に関する研究開発や技術の研鑽の場として提供しています。

産学連携活動

地域住⺠とのコミュニケーション
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当社グループにおける⽔使⽤量の⼤部分（約88%）は冷却⽔としての海⽔であり、淡⽔（⼯業⽤⽔や地下⽔等）の使⽤量は⽐較的少ない状
況です。しかし、淡⽔不⾜が事業に影響を及ぼす可能性があるため、当社グループの事業運営では、必要な⽔量および⽔質を確保すること
が不可⽋です。当社では環境⽅針の中で、「⽔資源有効利⽤・保全」を掲げており、冷却⽔や洗浄⽔等、事業活動のあらゆる場⾯で使⽤す
る⽔の再利⽤や⽔の循環利⽤等を通じて使⽤量の削減に取り組んでいます。
また、近年頻発する台⾵、洪⽔災害等の⽔関連の問題とその影響も考慮し、リスク管理も⾏っています。事業所では⽔リスクの低減策をそ
れぞれ進めており、淡⽔資源の使⽤量の削減に向けて、海⽔の有効利⽤、⽣産過程の効率化や⽔使⽤量の少ない設備の導⼊による節⽔、⽔
リサイクル、廃⽔の浄化処理の徹底をしています。洪⽔対策として、建屋やポンプ、電気設備等の嵩上げや排⽔ポンプの設置、増⽔を想定
した訓練等に取り組んでいます。また、事業所からの排⽔⽔質の異常や⽔質事故の防⽌のため、法規制を上回る独⾃の排⽔基準の設定し管
理するほか、⽔質異常を検知するセンサーや⾃動排⽔停⽌システムの導⼊等にも取り組んでいます。

■ ⽔リスク評価の取り組み状況

当社グループの製造事業所（⼀部は研究機関も含む）における⽔リスクの状況を把握するために、世界資源研究所（WRI）が開発した⽔リ
スク評価ツール「Aqueduct（アキダクト）」を使⽤して、⽔資源確保に関連するリスクや洪⽔の影響を受けるリスク等の項⽬について、事
業所ごとに評価を⾏っています。⽔ストレスが⾼いと評価されたグループ会社拠点は８ヵ所ありましたが、これらの拠点に関する売り上げ
がグループ会社に占める割合は７％です。2022年度の取⽔量は99,585千㎥、⽔使⽤量は1,363千㎥でした。さらに、より実態に即した⽔リ
スク評価とするため、各事業所の過去の⽔リスクの顕在化状況（洪⽔、渇⽔、取⽔した⽔の⽔質悪化に関する発⽣履歴等）や事業活動に関
連する⽔使⽤状況（淡⽔・地下⽔の使⽤量、排⽔中の汚濁負荷物質の排出量）等の情報を考慮して、Aqueductによる⽔リスクの評価結果を
補完しています。
補完した⽔リスクの評価結果は、評価項⽬ごとにリスクスコアを表したレーダーチャートによって事業所ごとの⽔リスクを可視化し、共有
しています。各事業所では、⾼リスクと評価された項⽬をその事業所独⾃のリスクとして登録し、⽔リスクの低減を含む対応を策定・実施
しリスク管理を⾏っています。

事業所別の⽔リスクのレーダーチャート 表⽰例

⽔リスクの項⽬のうち、「⽔質リスク」については取⽔した⽔の⽔質悪化による操業への影響や事業所排⽔による環境への影響、「規制・
評判リスク」については取⽔・排⽔に対する規制の強さ・地域の評判の観点から、リスクを取⽔と排⽔に分けて評価しています。

⽔に関するマネジメント
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活動テーマ 2022年度の活動実績
⾃⼰
評価

2023年度以降の活動⽬標・予定

持続可能な社有林運営を
通じた地域、社会、地球
環境への貢献

SGEC森林認証の定期審査を受審し、審査
に合格した（現地審査は⼿稲⼭林、美唄
⼭林）

A SGEC森林認証の維持

森林経営計画に基づく森林整備を適正に
推進し、除間伐133.56ha、植栽
11.19ha、下刈59.26haの森林整備を実
施

A 森林経営計画に基づく適正な森林整備に
よる森林環境保全推進

環境⾯、経済⾯の両⽴を⽬指す森づくり
推進として、天然の⼒を活かした森づく
りを試⾏

A さまざまな効果的な森林づくり実践によ
る、災害に強く公益的機能の⾼い美しい
森林の追求

災害に強い森づくりの推進として、⼿稲
⼭林、⽣野⼭林で⼩規模作業路による間
伐を実践

A

間伐後の環境負荷が⼩さく、仕上がりが
美しい⾺搬（⾺を使った⽊材集材⽅法）
を実践（早来⼭林）

A

⽣物多様性の保全状況や森林整備による
⽣態系サービス（公益的機能）の変化、
森林の成⻑量等をより的確に評価するた
め、スマートフォンアプリを導⼊する等
モニタリング活動を強化

A 各種モニタリング活動の確実な実施と、
研究機関と連携した⽣態系サービス（公
益的機能）の定量的評価⽅法の確⽴

ドローンや衛星データ等のリモートセン
シング技術を活⽤した森林資源量の把握
試験を実施し、⼀定の精度での推定を実
現

A リモートセンシングやICT、IoT技術を活
⽤した森林情報の効率的な把握およびデ
ータ整理の推進

社有林地域の保育園に対し社有林の⽊を
⽤いて製作したクリスマスツリーや、社
有林⽊材を活⽤した「⽊の卒園証書」を
寄贈、植樹イベントを実施

A 社有林関連サービスによる地域貢献の継
続（クリスマスツリーの提供等の取り組
み）

社有林産⽊材の有効活⽤の⼀環として社
有林が所在する北海道安平町の⼩中学校
の建築材として⽊材を提供

A 社有林産⽊材の⾼付加価値活⽤推進によ
る社有林価値の向上と、経済的に持続可
能な森林経営への貢献

地元NPO団体の⾃然体験活動、林業普及
を⽬的とした研修、⼤学等の研究機関の
調査、スポーツ⼤会等のフィールドとし
て社有林を解放

A レクリエーション、教育、研究、研修フ
ィールド等として社有林の提供を推進

⾃⼰評価 A︓⽬標達成 B︓概ね⽬標達成 C︓⽬標未達成

⾃然環境の保全
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当社グループは、⾏動規範第5章に「⽣物多様性に配慮して、⾃然との共⽣に努めます」と定め、⽣物多様性への配慮を事業の基本姿勢とし
て社内外に明⽰しています。さらに、環境⽅針では「天然資源の開発等を含めバリューチェーン全体において⽣態系に配慮した事業活動を
⾏います」としています。
当社グループの事業活動において、⽣物多様性への影響が特に顕著なのは、原料の調達先である海外鉱⼭です。中でも当社が出資し、重要
な調達先でもある銅鉱⼭（カッパーマウンテン（カナダ）、エスコンディーダ（チリ）、ロスペランブレス（チリ）、マントベルデ（チ
リ））では、いずれも採掘事業の開始前に適切な環境影響評価が実施され、開始後も継続的な環境モニタリングが実施されています。ま
た、開発プロジェクトとして進⾏中の銅鉱⼭（サフラナル（ペルー）、ナモシ（フィジー））においても、環境影響評価のための基礎調査
を実施し、⽣物多様性保全のためのデータを収集しています。
カッパーマウンテンでは、⽣物多様性の保全管理とレクラメーション（再⽣）に取り組んでおり、環境負荷の最⼩化に焦点を当て、閉⼭前
にレクラメーション可能な領域を増やしています。具体的には、物理的安定性の向上、⽔質と⽔路の保護、⼟砂保持と侵⾷制御、⼟壌の回
収と、適切な植⽣の確保、外来種の排除など、最終的な⼟地利⽤とレクラメーションを達成するための戦略を策定しています。これらの戦
略は、植⽣、野⽣⽣物、⽔、⽔⽣成分の⽣物多様性保全を管理する計画、およびレクラメーションの詳細なモニタリング計画とともに、カ
ッパーマウンテンの⽣物多様性保全管理計画に記載されています。
当社グループは、出資者として鉱⼭を運営する事業主体に対し、こうした取り組みが⾏われることを、事前に確認し、促進しています。ま
た、出資を⾏っていない鉱⼭からの調達も、「⾦属事業カンパニーCSR調達基準」に則り、⾃然保護区域への配慮や⽣物多様性の保護がな
されていることを確認しています。
当社グループの製造事業所でも、各事業所の特性に応じて、⽣物多様性の保全に取り組んでいます。例えば、直島製錬所（⾹川県⾹川郡直
島町）では、少⾬・乾燥⼟壌で植物が育ちにくい状況や過去の森林⽕災などにより⼭林が⼀部焼失した経緯から、その植⽣促進と回復を⽬
指し、年間1ヘクタールの植林活動を実施しています。また、瀬⼾内の⾃然環境を保護するため、所内で排出される排ガスや排⽔について
は、国の基準よりも厳しく設定し、処理を徹底しています。

当社は、⽇本各地に1.4万haの森林を保有し、そこに⽣息する動植物の⽣息環境に配慮する森林経営⼿法を実践しています。動植物のモニタ
リング活動や、⽣息を確認した希少種のレッドリスト化も⾏っています。北海道内の9ヵ所の⼭林では⽣物多様性にも配慮した持続可能な森
林経営に関する認証を取得しています。今後も、当社グループの事業活動と⽣物多様性との接点に配慮し、広い視野で保全に取り組んでい
きます。

当社は2022年4⽉、環境省が主導する「⽣物多様性のための30by30（サーティ・バイ・サーティ）アライアンス」（アライアンス）に、参
加企業として登録されました。
本アライアンスは2030年までに⽣物多様性の損失を⾷い⽌め、回復させる（Nature Positive）国際⽬標の達成に向けて設⽴された有志連合
です。
⽇本ではこの⽬標達成に向け、2030年までに⾃国の陸域・海域の少なくとも30％を保全・保護すること（30by30）の達成を⽬指し、国⽴
公園等の保護地域の拡充に加え保護地域以外の企業林等で⽣物多様性保全に資する地域をOECM（Other Effective area-based
Conservation Measures）として設定することとしています。
当社は社有林でのOECMの認定に向け、環境省が主導する⾃然共⽣サイトへの登録を⽬指しています。

プレスリリースリンク
⽣物多様性のための30by30アライアンスへの参加について
プレスリリースリンク
⾃然共⽣サイト（仮称）認定実証事業への協⼒について

⽣物多様性への配慮

⽣物多様性のための30by30アライアンスへの参加について
〜社有林を活⽤し、⽣物多様性保全に貢献します〜

TOPICS
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FHOPサイト
ニジマス

■ 銅鉱⼭（カッパーマウンテン鉱⼭）での⽔質モニタリング

当社は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州に位置するカッパーマウンテン鉱⼭に出資し、⽣物多様性に配慮した企業経営に取り組んで
います。
カッパーマウンテンは、採掘作業から閉鎖まで安全に移⾏するために、包括的な漸進的レクラメーション利⽤計画から鉱⼭計画プロセスを
開始します。この計画には、閉鎖の計画、レクラメーションのための適切な資源の割り当て、操業の初期段階における地元の先住⺠族を含
むステークホルダーとの関与などが含まれます。カッパーマウンテンでは、先住⺠族と協⼒して、最終的な⼟地利⽤の⽬的を定め、当社の
操業の社会的、経済的、環境的、⽂化的側⾯に関する基本条件と、鉱⼭跡地で望ましいレクラメーションや最終⼟地利⽤を明確化し、その
理解・浸透を図っています。
カッパーマウンテンの漸進的なレクラメーションは、鉱⼭計画の段階から始まり、鉱⼭操業の⼀部として継続的に実施されています。この
漸進的なレクラメーションは、2018年に⼩規模な初期試験で開始され、今後10年間で毎年25ヘクタールのレクラメーションを基本として
います。
2022年には、サイト周辺のすべてのレクラメーションエリアでのモニタリングを完了しました。これには、既存の植⽣種とその全体的な健
全性の観察の記録が含まれ、⼟壌と植物の健全性を完全に把握するため、⼟壌と植⽣についてさまざまな栄養素の検査も⾏いました。2023
年には、以前にレクラメーションが確認された地域の⾮経済的岩⽯貯留地（NERSA）への低⽊や樹⽊の植樹も開始する予定です。
カッパーマウンテンにおけるレクラメーションモニタリング結果を次に⽰します。

カッパーマウンテンの漸進的なレクラメーション

年 漸進的なレクラメーション活動（単位︓ha）

2022 20.31

2021 23.97

2020 20.99

2019 7.47

2022年に、ウォルフ・クリーク再編成エリアという鉱⼭近隣の⼩さな沢で、樹⽊と低⽊の植樹が⾏われました。

976本の樹⽊の植樹
7,500本の低⽊の植樹
2,500本のヤナギとハナミズキのステークの植樹

また、同鉱⼭では、同州の⽔質ガイドラインに従い、鉱⼭の河川下流での⽔質モニタリングを⾏うとともに、⿃類、哺乳類、両⽣類、⽔⽣
⽣物、および⽣息地等⽣態系への影響を把握するため、周辺地域の⽣物多様性の調査を継続的に実施しています。
2019年より上記のウォルフ・クリークの⼀部を移設してFHOP（⿂類⽣息地再⽣オフセット・プロジェクト）を開始し、以降、環境モニタ
リングを継続して実施してきました。この移設された沢の⽣物の⽣息域がニジマス等に良好な産卵・飼育環境となっていることが認めら
れ、2022年には、TRCR（再⽣技術調査会）から⾦属鉱⼭部⾨賞を受賞しました。

鉱⼭における⽣物多様性への取り組み
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探鉱試錐調査 河川の⽔質調査

インドネシア・カパー・スメルティング社では、環境保護や⽣物多様性に関する活動をさらに発展
させるため、2018年からタマンサファリ・インドネシアの希少動物保護プログラムに協賛してい
ます。
このプログラムは、IUCN（国際⾃然保護連合）が絶滅危惧種に指定した⽣物の繁殖や野⽣放流を
通じて、種の持続可能性を確保することを⽬的としています。同社では、ジャワ島の固有種である
ジャワクマタカの保護に参画しています。
ジャワクマタカは、インドネシアの国章（ガルーダ・パンチャシラ）の神⿃「ガルーダ」と特徴を
同じくしていることから「国⿃」に指定されていますが、近年の熱帯⾬林の破壊や密猟のため個体
数の減少が懸念されています。同社では、このプログラムを通じて、国の象徴でもあるジャワクマ
タカの繁殖だけではなく、将来を担う⼦どもたちへの教育活動やジャワクマタカの⽣態研究をサポ
ートすることで、⽣物多様性の保全に貢献していきたいと考えています。

ジャワクマタカ
写真提供︓タマンサファリ・インドネシ
ア

■ 銅・⾦鉱床開発プロジェクトでの環境影響評価

ペルー南部に位置するサフラナル開発プロジェクトでは、EIA 取得の際に実施した環境基礎調査の中で、開発時に想定される環境への影響
を最⼩限に抑制するための調査解析も⾏っており、動植物の⽣態系に影響を及ぼす可能性がある場合を想定した新たな⽣息域の確保等の対
策を検討しています。

※ Environmental Impact Assessment （環境影響評価）

■ 安⽐地熱（株）の事業化における環境影響評価の実施

当社は、2015年に三菱ガス化学（株）と共同で岩⼿県⼋幡平市安⽐⾼原の⻄⽅にて安⽐地熱（株）を設⽴し、さらに2018年に電源開発
（株）が加わり3社で事業化を推進しています。この事業では、2024年に14,900kWの地熱発電所運転開始を⽬指しています。安⽐地熱
（株）は、2015年に環境影響評価（環境アセスメント）の⼿続きを開始し、安⽐地熱発電所の設置により周辺の環境に及ぼす影響について
調査、予測および評価を⾏いました。2018年1⽉に経済産業⼤⾂より環境影響評価書に対する確定通知を受領し、2019年8⽉に建設⼯事を
開始しています。

■ ⼩⼜川新発電所での⾃主評価実施

当社は、秋⽥県北秋⽥市⽶代川⽔系阿仁川⽀川⼩⼜川において、森吉ダム直下に発電所を保有しており、その発電後の放流⽔を活⽤する新
規⽔⼒発電所となる「⼩⼜川新発電所（出⼒10,326kW）」の建設⼯事を2019年5⽉に着⼯しました。新発電所の建設計画では、周辺環境
に与える影響について⾃主環境アセスメントを⾏うとともに、周辺の河川環境保全のために新たに河川に適した正常流量の放流を計画して
います。また、建設⼯事では、再⽣可能エネルギーである既存の⽔⼒発電所から供給された電⼒を使⽤して導⽔路トンネル（TBM⼯法）の
建設を実施し、建設予定地で伐採された樹⽊は再資源化する等、環境に配慮した取り組みを実施しています。

■ 希少動物保護活動

※

発電所における環境影響評価

インドネシア・カパー・スメルティング社（インドネシア）における⽣物多様性の保護活動
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当社は、北海道を中⼼に全国で1.4万haもの森林を保有する、⽇本国内有数の⼤規模森林所有者で
す。かつては⾃社の鉱⼭や炭鉱の坑道を⽀える坑⽊の供給を⽬的に森林を保有していましたが、国
内の鉱⼭や炭鉱の閉⼭等に伴い、森林に求められる役割、期待も⼤きく変化してきました。
現在は、再⽣可能資源としての⽊材の⽣産に加え、市⺠のレクリエーションの場の提供、CO 固定
による地球温暖化の防⽌、そして⽣物多様性の保全といった、森林の⽣態系サービス(公益的機能)
を⾼度に発揮させることを⽬標に森林管理を⾏っています。
それぞれの社有林は、⽴地や環境条件が区域ごとに異なり、求められる森林の機能も変わるため、
当社では、⽔⼟・⽣態系保全区域、保健⽂化利⽤区域、天然⽣林択伐利⽤区域、資源循環利⽤区域
の4つの区域区分（ゾーニング）を導⼊し、それぞれの区域で強化すべき機能と管理⽅法を明確化
しています。このようなきめ細かな森林管理を徹底しながら、「天然⼒を活かし、機能・活⽤の最
⼤化を図り、より社会に必要とされる『美しい森林』」を100年後の⽬指す姿としています。
持続可能な森林経営への取り組みに対する第三者評価として、2012年10⽉1⽇に北海道の早来⼭
林についてSGEC森林認証を取得しました。その後、SGECが国際的な森林認証制度であるPEFCと
の相互承認への移⾏⼿続きを⾏い、認証基準を改正・施⾏したことを受け、2015年9⽉1⽇には早
来⼭林を含む北海道内の9⼭林について、SGECの新基準による森林認証を⼀括取得しました。

■ 社有林の区域区分（ゾーニング）と管理⽅針

区域 内容

⽔⼟・⽣態系保全区域 ⽔辺林等の天然⽣林を維持、⼈⼯林であれば天然⽣林へ転換を図る

保健⽂化利⽤区域 ⾒本林の設置、森林散策、森林レクリエーション施設設置等

天然⽣林択伐利⽤区域 成⻑量を超えない範囲で天然⽣林から抜き伐りし、持続的に有⽤広葉樹等を⽣産

資源循環利⽤区域 脱炭素化に貢献するため⼈⼯林循環サイクルでの植林と間伐を積極的に促進

■ 三菱マテリアル社有林DATA

全国31ヵ所

総⾯積 約14,000ha

SGEC認証取得⾯積
11,431ha

※ 北海道内の9⼭林

天然林⾯積 約7,000ha

⼈⼯林⾯積 約7,000ha

早来⼭林
⽔⼟・⽣態系保全区域として残した天然⽣林（⾃然に発芽した樹⽊でできた林）、資源循環

社有林の持続可能な管理運営に向けて

持続可能な森林経営の基本姿勢

2

利⽤区域として効率的な⽊材⽣産を図るカラマツの造林地（⼈の⼿で植えられた苗⽊で構成
された林）が、適切なゾーニングに基づきモザイク状に配置されています。
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⽊材は優れた再⽣可能資源のひとつです。当社は、資源循環利⽤区域や天然⽣林択伐利⽤区域を中
⼼に年間約1万㎥の⽊材を産出し、この⽊材は建築⽤材から⽊質バイオマス燃料まで、あらゆる原
料・燃料として社会に供給され循環型社会の構築に貢献しています。⽊材の持続可能な供給に向
け、ゾーニングごとに定められた管理⽅針に従って、適切に森林資源の維持、更新を⾏っていま
す。資源循環利⽤区域のうち⼈⼯林施業を⾏う区域では、伐採と植林を循環させ、カラマツやスギ
等の針葉樹材の持続可能な安定供給を実現しています。また、天然⽣林択伐利⽤区域では、森林の
成⻑量を超えない範囲での間伐や択伐（⼀部の⽊を選んで伐採すること）と、適切な天然更新（⾃
然に落下した種⼦から稚樹が芽⽣えること）の促進により成⻑⼒旺盛で健全な森林の状態を維持
し、広葉樹材の持続可能な供給を⽬指しています。天然⽣林は⼈⼯林に⽐べ、さまざまな樹種が混
在し、多種の樹種に対応した適切かつ豊富な知識や技術が必要となります。そのため、当社では、
そうした天然⽣林施業に関する知⾒が豊富なスイスの森林管理者（フォレスター）を招聘する等
し、天然⽣林に関する知識や技術⼒の研鑽に努めています。

間伐材を社会に供給

当社社有林の分布と⾯積

1. 循環型社会への貢献
〜再⽣可能資源である「⽊材」を社会に供給〜
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国内の天然⽣林は、戦後に⼈⼯林に置き換えられたため、天然⽣林で育つ広葉樹の枯渇が慢性化し
ています。特に広葉樹材を材料とする家具産業では、外国産の⽊材への依存が⾼まっています。当
社では、⼈⼯林の⼀部を天然⽣林へと転換し、広葉樹資源の回復に取り組んでいます。また、国産
広葉樹材の循環利⽤を推進するために、社有林から産出した広葉樹材を、本社の⾷堂テーブルや森
林管理部⾨がある札幌オフィスの会議テープルや椅⼦といったオフィス家具等として活⽤し、まず
は⾃社内で循環利⽤を実践しています。

スイスの森林管理者を招聘した森づ
くり研修

本社⾷堂のビッグテーブル

社有林材が使⽤された校舎

2023年4⽉に開校した、社有林が所在する町内の⼩中⼀貫の義務教育学校の新校
舎の梁や柱などに、当社が所有する早来⼭林にて、森林整備のために伐採された
カラマツ原⽊丸太が使⽤されました。

社有林は、会社の資産であると同時に、その地域を形成する重要な環境要素のひとつでもありま
す。適切な森林管理により、⽔源涵養機能、⼟砂流出防⽌機能、レクリエーション機能等の⽣態系
サービスの質を向上させ、地域社会に貢献しています。
また、都市近郊に位置する社有林は、「環境林」として位置付け、地域の皆さまに⾃然環境を⾝近
に楽しんでいただけるよう⼀部を⼀般開放しています。札幌市⼿稲区に所在する⼿稲⼭林は、市中
⼼部からの交通アクセスが良く豊かな森林に恵まれているため札幌市市⺠の森、⾃然歩道、⻘少年
キャンプ場等の⽤途で⼀部を提供しています。また、地元NPO団体が主催する⾃然体験活動や、⼤
学等の研究機関の研究フィールド等としても利⽤されています。こうした地域の皆さまに、より有
意義に社有林を活⽤していただけるよう、それぞれの⽤途に適した環境に維持することが重要で
す。明るい森とするための間伐や、危険⽊の除去、遊歩道の整備等も積極的に⾏っています。社有
林を地域の⽅に利⽤いただくだけでなく、植樹祭や育樹祭等の環境イベントを開催し、地域の皆さ
まに⽣物多様性をはじめとする森の⼤切さや楽しさを知ってもらう取り組みを積極的に推進してい
ます。さらに、当社は、過去に発⽣した⾃然災害による被害地域で積極的な⽀援活動を実施してい
ます。また、2016年に台⾵被害に遭った北海道森町町有林の復旧整備に取り組み、2018年に北海

社有林で環境イベントを開催（樹名
板の製作）

社有林材を活⽤した学校が北海道で開校TOPICS

2. 地域社会への貢献
〜地域の⽅が安⼼でき、豊かな⾃然と触れ合える森に〜
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道胆振東部地震で被災した厚真町の保育園には、社有林の⽊を活⽤して製作したクリスマスツリー
の寄贈、森林整備で発⽣した広葉樹の端材を⽤いて、⾃然との触れ合いの場としてマテリアルの森
を活⽤していただいている保育園への⽊の卒園証書の寄贈等の活動を継続しています。
今後も、こうした積極的な取り組みを通じて地域社会に貢献し、地域の中に「マテリアルの森」が
より⼀層価値あるものとして根付くよう努⼒していきます。

胆振東部地震で被災した厚真町保育
園にクリスマスツリーを寄贈

伐採作業の⾒学

当社は、社有林のある町の⼩学⽣を対象とした教育プログラムの中で「マテリア
ルの森」を体験のフィールドとして提供しました。このプログラムでは、植栽や
伐採作業などの活動を⾒学・体験いただくことで、当社と地域との結びつきを深
めています。

森林の持つ重要な⽣態系サービスのひとつにCO の固定機能があります。当社は、⽇本国内有数の
⼤規模森林所有者として、森林の適切な整備を着実に推進し、森林の有するCO の固定機能を最⼤
限に⾼めることで、地球温暖化の防⽌に貢献しています。現在当社の社有林は、年間5.3万tのCO
を固定しており、これは国⺠約2万7千⼈分）と試算 されます。
樹⽊のCO 固定能⼒は、若齢から中齢期にかけて最⼤となり、その後は徐々に減少していきます。
そのため、適切なタイミングで樹⽊の伐採を⾏い、新たな植栽や天然更新によって森林を再⽣させ
ることで、⻑期的に森林のCO 固定能⼒⾼い⽔準で維持するよう努めています。
また、森林整備に伴い発⽣する間伐材についても、利⽤可能な⽊材は林内に放置せず、積極的な活
⽤を通じてCO の固定に努めています。特に建築材や家具材など⻑期にわたり使⽤される優良⼤径
材の⽣産を重視し、効果的なCO 固定に努めています。

※ 試算値の求め⽅: 成⻑量(m )×材容積重(t/m )×炭素換算率×樹幹に対する⽊全体⽐×⼆酸化炭素分⼦
量/炭素分⼦量

⼤きく育ったカラマツ

社有林を地元⼩学⽣の林業体験学習の場として提供TOPICS

3. 脱炭素社会への貢献
〜CO の固定〜2

2

2

2
※

2

2

2

2

3 3
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⽇常モニタリング活動 動物撮影⽤定点カメラ エゾクロテン

クマゲラ サクラマス クリンソウ

樹齢と炭素吸収・排出量との関係

※ 独⽴⾏政法⼈森林総合研究所
（現．国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構森林総合研究所）
資料を⼀部加⼯して引⽤

社有林は、多様な⽣物の⽣息地として⾮常に重要であるため、⽊材⽣産等のさまざまな活動が⽣物の⽣息環境に悪影響を及ぼさぬよう細⼼
の注意を払っています。
特に、⽣物の移動経路である尾根林や河畔林等の「緑の回廊」は、野⽣動物の⽣息地の拡⼤や相互交流にとって⾮常に重要な森林であるた
め、原則として皆伐（樹⽊をすべて伐ること）を禁⽌しています。⽊材⽣産を積極的に⾏う⼈⼯林でも、⼤⾯積での皆伐は⽣物多様性を低
下させる可能性があるため、皆伐を実施する場合は、⼩⾯積かつ分散させるようにしています。また、現状が⼈⼯林であっても、効率的な
⼈⼯林経営が難しいと判断される区域は、将来的に皆伐せず、より⽣物多様性が豊かな天然⽣林への誘導を⽬指しています。その他にも、
伐採後に完全な裸地をつくらない「複層林施業」や針葉樹主体の資源循環利⽤区域においても⾃然に侵⼊してきた広葉樹を残すことで林内
の構造を多様化させる「針広混交林施業」を⼀部で導⼊することにより、⽣物多様性の保全につながる森林整備⽅法も取り⼊れています。
このようなさまざまな森林タイプを⼭林内に配置することで、⼭林全体としての環境の多様性を向上させ、⽣物他多様性の保全に貢献して
います。
また、動植物のモニタリング活動も積極的に実施しています。⽇常的な巡視活動や、⼭林内への多数の定点モニタリング地点の設置によ
り、動植物の⽣息状況を定期的に把握しており、森林整備による改善効果、あるいは悪影響がないか確認しています。また、特に伐採を伴
う森林整備を⾏う際には、伐採前後で動植物に悪影響が⽣じていないことを確認するため、別途モニタリング調査を⾏っています。伐採前
のモニタリングにより、事前に希少動植物が⽣息していることが判明した場合には、影響を与えない作業時季や⽅法への切り替えや計画の
延期等を検討します。
⽣息を確認した希少動植物種（環境省や北海道が定めるレッドリストにある上位危惧種）は、「三菱マテリアル社有林希少動植物レッドリ
スト」として取りまとめ、林内へ⽴ち⼊る関係者を対象に定期的に研修会を設け、⽣物多様性の保全に努めるよう注意喚起をしています。

4. ⽣物多様性の保全
〜より多くの⽣物が⽣息できる環境を維持するために〜
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カタクリ

プレスリリースリンク
⽣物多様性のための30by30アライアンスへの参加について
プレスリリースリンク
⾃然共⽣サイト（仮称）認定実証事業への協⼒について

社有林における⽣物多様性保全⽅針

1. 施業に当たっては、別に定める「⽣物多様性の保全に配慮した施業指針」に従い、⽣物多様性の維持・保全のため、多様
な植⽣、多様な育成段階からなる健全なバランスの良い、健全な森林の確保と貴重な動植物の育成環境の保全に配慮す
る。

2. 貴重な⾃然植⽣、動物等について⽣育・⽣息可能性の⾼い種を抽出し、「貴重な⾃然植⽣、動物等⼀覧表」を職員及び請
負業者（作業従事者）に配布し、現場に出向く際に携帯させモニタリングを実施する。

3. ネイチャーポジティブや 30by30 ⽬標に貢献するため⾃然共⽣サイト認定などの⽣物多様性保全に資する活動を推進す
る。

4. 専⾨家による現地研修会等を実施し、職員の知識向上を図る。

（社有林管理経営計画書より抜粋）
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